
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

背 景

○ 森林経営管理法による新たな森林管理システムでは、経営管理が不十分な民有林を意欲と能力のあ
る林業経営者（森林組合、素材生産業者、自伐林家等）に集積・集約することとしたところ。

○ このシステムを円滑に実施し、意欲と能力のある林業経営者を育成するためには、安定的な事業量の
確保が必要であり、このためには、民有林を補完する形で、国有林が長期・安定的にこうした林業経営
者に木材を供給することが有効。

⇒今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、公益的機能の維持増進や地域の産業振興
等を条件に、現行の入札に加え、一定期間・安定的に原木供給できる仕組みを拡充する必要。

⇒併せて、川上側の林業と木材の需要拡大を行う川中・川下側の木材関連産業の連携強化を進めるため
の環境整備が必要。

改正の概要

１ 国有林野の管理経営に関する法律の改正

２ 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の改正

３ 独立行政法人農林漁業信用基金法の改正
２の措置を、信用基金の目的規定において位置付けるとともに、当該措置を同基金の業務として追加。

〇 国有林の一定の区域において、一定の期間、安定的に樹木を採取（伐採）できる権利を、民有林材の
供給を圧迫しないよう、木材需要の拡大を行う川中・川下事業者との連携を条件としつつ、意欲と能力
のある林業経営者に設定できるようにする。

○ その際、国有林野の公益的機能の維持増進等を図るため、権利を設定された者（権利者）は、５年ご
とに、樹木の採取の具体的な条件等について、現行の国有林の伐採のルール（箇所毎の皆伐上限面
積、保残帯の設置等）に適合した契約を国と締結する。加えて、国は、権利者に樹木採取と再造林を
一体的に行うよう申し入れることとし、再造林が適切に行われるようにする。

○ 権利者が実施契約に係る重大な違反行為を行ったとき等の場合は、国は樹木採取権を取り消す。

川上事業者、川中事業者及び川下事業者が、共同して木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に
関する計画（事業計画）を作成し、知事等の認定を受けた場合、独立行政法人農林漁業信用基金（信用
基金）による金融上の措置（債務保証及び低利の資金融通）を講ずる。

・立木を一定期間、安定的に伐採
できる区域（地域の意欲と能力の
ある林業経営者が対応可能な数
百ha・年間数千m3程度の素材生
産量を想定）を設定
※現行の国有林の伐採のルール
を厳守

※長期に事業量が見通せること
で機械導入や雇用が進展

①現行の仕組み（引き続き実施） ②追加する仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）
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※立木を購入している
林業経営者の平均
年間立木購入面積
（2015年）は約20ha
（年間６千m3程度の
素材生産量に相当）

森林経営管理法による
新たな森林管理システム

・毎年度個別に場所、時
期等を特定し、入札によ
り民間事業者を決定

(第８条の５～第８条の12)

(第８条の14、第８条の25)

(第８条の22)

(第４条、第16条)

(第３条、第12条)
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国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

平成 3 1 年 3月

農 林 水 産 省

趣 旨

森林経営管理法による新たな森林管理システムでは経営管理が不十分な民有林

を、意欲と能力のある林業経営者（森林組合、素材生産業者、自伐林家等）に集

積・集約することとした。このシステムを円滑に実施し、意欲と能力のある林業

経営者を育成するためには、安定的な事業量の確保が必要であることから、民有

林からの木材供給を補完する形で、国有林から長期・安定的にこうした林業経営

者に木材を供給することが有効。

このため、今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、公益的機

能の維持増進や地域の産業振興等を条件に、現行の入札に加え、一定期間・安定

的に原木供給できる仕組みを拡充するとともに、川上側の林業と木材の需要拡大

を行う川中・川下側の木材関連産業の連携強化を進めるための環境整備を行う。

法案の概要

Ⅰ 国有林野の管理経営に関する法律の改正

１ 樹木採取区の指定

農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、

① 樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区

域であること（森林の条件）

② 指定しようとする区域の所在する地域において、国有林と民有林に係る

施策を一体的に推進することにより、地域における産業の振興に寄与する

と認められるものであること（経済的社会的条件）

等の基準に該当するものを、樹木採取区として指定することができる。

２ 樹木採取権

農林水産大臣は、林業経営者に、一定期間、安定的に、樹木採取区に生育

している樹木を採取する権利（樹木採取権）を設定することができる。樹木

採取権は物権とみなす。樹木採取権の存続期間は50年以内とする。

３ 樹木採取権の設定を受ける者の公募、選定、事業の実施

(1) 樹木採取権の設定を受ける者の必須条件

樹木採取権の設定を受ける者は、

① 森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力や、これを確実に行う

に足りる経理的基礎を有すると認められること

、 （ ）② 民有林からの供給を圧迫しないため 木材利用事業者等 川中事業者

及び木材製品利用事業者等（川下事業者）との連携により、木材の安定

的な取引関係を確立することが確実と認められること
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等の基準に適合していなければならない。

(2) 樹木採取権の設定を受ける者の公募

農林水産大臣は、樹木採取区を指定したときは、樹木採取権の設定を受

けることを希望する者を公募する。

(3) 樹木採取権の設定を受ける者の選定

農林水産大臣は、(2)の公募の応募者のうち、(1)の必須条件に適合して

いる者の中から、樹木料（４②参照）の算定の基礎となる申請額、事業の

実施体制、地域における産業の振興に対する寄与の程度等を勘案して、関

係都道府県知事に協議の上、樹木採取権者を選定する。

(4) 樹木採取権実施契約の締結

① 樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産大臣と、具体的な施

業の計画（樹木を採取する箇所、面積、採取方法等）や、川中・川下事

業者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項等を内

容に含む契約（樹木採取権実施契約）を締結しなければならない。

② ①の契約は、国有林野の公益的機能の維持増進等の観点から、現行の

国有林の伐採のルールに則り、農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める

基準や国有林野の地域管理経営計画に適合するものでなければならな

い。

③ ①の契約は、５年ごとに締結しなければならない。

４ 権利設定料等の徴収

① 農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、その設定を受けた者（樹木

採取権者）から、樹木採取権の設定の対価として権利設定料を徴収する。

② また、樹木採取権者は、樹木を採取する前に、樹木の対価として樹木料

を国に納付しなければならない。

５ 樹木採取権者への指示、樹木採取権の取消し

① 農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して報告

を求め、調査し、指示をすることができることとし、正当な理由なく当該

指示に従わないときは、権利を取り消すことができる。

② 農林水産大臣は、樹木採取権者が３(4)②のルールに適合しない伐採を

行うなど、樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違

反があったときは、樹木採取権を取り消すことができる。

６ 植栽関係

農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行

う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対

し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。
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Ⅱ 木材の安定供給の確保に関する特別措置法及び独立行政法人農林漁業信用基

金法の改正

１ 木材の安定供給の確保に関する特別措置法の改正

① 本法の対象者に、川上事業者として意欲と能力のある林業経営者など森

林施業の集約化を行おうとする者を加えるとともに、川下事業者（中小住

宅生産者等）を新たに位置付ける。

② 川上事業者、川中事業者及び川下事業者が、共同して木材の安定的な取

引関係の確立を図る事業に関する計画（事業計画）を作成し、知事等の認

定を受けた場合、独立行政法人農林漁業信用基金（信用基金）による金融

上の措置（債務保証及び低利の資金融通）を講ずる。

２ 独立行政法人農林漁業信用基金法の改正

１②の措置を、信用基金の目的規定において位置付けるとともに、当該措

置を同基金の業務として追加する。

施行期日

平成32年４月１日



国有林改正法案の概要について
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○ 我が国の国土の約２割、森林の約３割を占める「国有林」は、その多くが奥地の急峻な山脈や水源地域に広く分布し、良質
な水の供給、土砂災害の防止・軽減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など重要な公益的機能を発揮。

○ 国有林野の約９割が保安林に指定されているほか、原生的な天然林が広く分布し、野生生物の生育・生息地として重要な
森林も多く、世界自然遺産地域のほぼ全域が国有林野。

○ 国有林野事業については、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進、林産物の持続的かつ計画的な
供給、国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上への寄与など、国民が国有林野に求める役割を果たし
ていけるよう、平成10年の抜本的改革で管理経営の目標を明らかにするとともに、平成25年度から一般会計に移行。

１．国有林野事業について

■森林面積（2,505万ha）の内訳
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（50.2%）

658万ha

（45.7%）
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国有林の分布
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１



○ 国有林野事業は、①公益重視の管理経営の一層の推進、②林産物の持続的・計画的供給、③地域の産業振興・福祉
向上への寄与の３つの役割の下に、その組織・技術力・資源を活用し、林業の成長産業化に貢献。

２．国有林野事業の現状等

○ 生物多様性の保全

・ 国有林では、大正４（1915）年から原生的な天

然林や希少な野生生物の生育・生息に必要な

森林を「保護林」として設定し、保護・管理。

・ 野生生物の移動経路を確保するため、保護

林を中心に「緑の回廊」を設定し、希少種の保

護や遺伝的な多様性を確保。

(国有林の約２割が保護林と緑の回廊）

・世界自然遺産区域の陸域のほぼ全域

（９５％）が国有林野。

「奥羽山脈緑の回廊」でのモニタリング
調査で撮影されたニホンカモシカ

小笠原諸島での外来種アカギの駆除

・ 外来種の繁茂が森林の生物多様性に悪影

響を及ぼす恐れのある地域において、外来種

の駆除を実施。

国有林

民有林

森林管理局 団地数

北海道 21

東北 25

関東 21

中部 17

近畿中国 31

四国 23

九州 26

合計 164

森林共同施業団地数
（平成28年度末現在）

充実してきた人工林資源を

活用し、国産材の２割を供給し

うる国有林の特性を活かし、

・ システム販売

・ 民有林との協調出荷によ

る供給規模の大ロット化

等の推進を通じて、林産物の安

定的・効率的な供給体制の構築

へ貢献。

○ 林産物の安定供給
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システム販売以外
システム販売

国有林素材供給とシステム販売の状況

（※システム販売とは、製材・合板工場

等と協定を締結して、国有林材を安定的

に供給する販売方法。）

○ 民有林と連携した森林整備等の推進

地域における施業集約化

の取組を支援するため、

民有林と国有林が連携して

森林共同施業団地を設定

し、民有林と連携・連結し

た路網や中間土場の整備と

相互利用の推進、計画的な

間伐等の実施、民有林材と

の協調出荷等による事業の

効率化を推進。

森林・林業基本計画（平成28年変更）において、平成37年の国

産材供給量が4000万m3に増加（平成26年2400万m3）する目標。

現在、国有林からは、国産材全体の２割弱の木材を供給してお

り、将来的にも、国有林からは同程度の割合で木材を供給してい

く見通し。

（参考）今後の林産物の供給見通し

２



○ 森林経営管理法による新たな森林管理システムでは、経営管理が不十分な民有林を意欲と能力のある林業経営者

（森林組合、素材生産業者、自伐林家等）に集積・集約することとしたところ。

○ このシステムを円滑に実施し、意欲と能力のある林業経営者を育成するためには、安定的な事業量の確保が必要で

あり、このためには、民有林を補完する形で、国有林が長期・安定的にこうした林業経営者に木材を供給することが有効。

○ 今後供給量の増加が見込まれる国有林材の一部について、公益的機能の維持増進や地域の産業振興等を条件に、

現行の入札に加え、一定期間・安定的に原木供給できる仕組みを拡充する必要。

○ 併せて、川上側の林業と木材の需要拡大を行う川中・川下側の木材関連産業の連携強化を進めるための環境整備が

必要。

・立木を一定期間、安定的に伐採で
きる区域（地域の意欲と能力のあ
る林業経営者が対応可能な数百
ha・年間数千m3程度の素材生産量
を想定）を設定
※現行の国有林の伐採のルールを
厳守
※長期に事業量が見通せることで
機械導入や雇用が進展

①現行の仕組み（引き続き実施） ②追加する仕組み（今後の供給量の増加分の一部で実施）

・毎年度個別に場所、時期
等を特定し、入札により民
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３．新たな森林管理システムの円滑な実施を支援していくための国有林の取組

３
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新たな森林管理システムを円滑に進めるための国有林からの木材供給対策について（案）

川上側の林業と川中・川下側の木材関連産業の連携強化を進め、意欲と能力のある林業経営者を
育成しながら、木材需要の拡大を図ることが重要。このため、新たな森林管理システムを円滑に進め

るための国有林からの木材供給対策として、今後増加が見込まれる国有林材について、新たな立木
の伐採・販売手法を導入することとし、以下の方向で法律案等を検討する。

１．従来の入札による立木の売買制度に加え、国有林野の資源状況等を踏まえ一定の区域を設定
し、一定の期間内（１０年間を基本とし、上限は５０年間）、事業者が立木の伐採を行うことができる
物権的権利を付与する制度を創設する。

２．その際、長期・安定的に立木を独占して伐採できるといった権利の特色を踏まえ、権利の対価（長
期・安定的に立木を独占して伐採することで期待される利益増加分の一部）について権利取得時に

納入を求める。

３．対象の事業者は、森林経営管理法に定める意欲と能力のある林業経営者（森林組合、素材生産

業者、自伐林家等)及び同等の者（以下「意欲と能力のある林業経営者等」という。）とし、投資のみ
を目的とする者は対象としない。また、中小規模の事業者が共同して権利の設定を受けることで、
地域で素材生産者、製材・合板業者等の事業者が水平連携することを促進する。

４

（参考）H30.12.17林政審議会資料（抜粋）



４．さらに、民有林からの供給を圧迫しないよう、木材の需要拡大を行う川中・川下事業者と連携す
る意欲と能力のある林業経営者等に限り本権利を設定する仕組みとする。

（事業者の選定は、公募により、上記３及び４の要件を満たす者の中から、価格、事業者の信頼
度等の点を勘案し決定する仕組みを検討。）

５．事業の実施に当たっては、具体的な施業の計画を作成し、国が認めた場合に伐採できる仕組み
とする。その際、国有林野の公益的機能の確保が図られるよう措置する（例えば、伐採上限面積
や伐採総量の上限設定など現行の国有林のルールを遵守）。

また、施業の計画によらずに伐採を違法に行った場合は、権利を取り消すなどのペナルティ措
置を講ずる。

６．主伐後の再造林を確実かつ効率的に実施するため、権利を有する林業経営者に伐採と再造林
を一貫して行わせる。造林木は国の所有物となるため、国が経費を支出する。

７．意欲と能力を有する林業経営者等の育成を図るため、川上・川中の中小事業者に加えて、これ
らと連携して新たな木材需要の開拓に資する取組を行う中小川下事業者に対する資金供給を円
滑化する。

８．上記の制度改正に加え、再造林や林道等森林整備、治山対策、人材育成、木材利用の拡大対
策など林業成長産業化に資する予算について、引き続き、確保に努める。

５

（参考）H30.12.17林政審議会資料（抜粋）



４．「新たな森林管理システムを円滑に進めるための国有林からの木材供給対策について」
の具体的内容

法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

従来の入札による立木の売買制度に加え、国

有林野の資源状況等を踏まえ一定の区域を設

定し、一定の期間内（10年間を基本とし、上限は

50年間）、事業者が立木の伐採を行うことができ

る物権的権利を付与する制度を創設する。

１ 樹木採取区の指定 【法律に規定】

農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、

・ 樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であること（森林

の条件）

・ 指定しようとする区域の所在する地域において、国有林と民有林に係る施策を一体的に推進す

ることにより、地域における産業の振興に寄与すると認められるものであること（経済的社会的条

件）

等の基準に該当するものを、樹木採取区として指定することができる。

２ 樹木採取権 【法律に規定】

・ 農林水産大臣は、意欲と能力のある林業経営者（森林組合、素材生産事業者、自伐林家等）に、

一定期間、安定的に、樹木採取区に生育している樹木を採取する権利（樹木採取権）を設定するこ

とができる。

・ 樹木採取権は物権とみなす。

・ 樹木採取権の存続期間は50年以内とする※。

※ 50年は一般的な人工林の造林から伐採までの一周期。

【運用】

樹木採取権の存続期間については、10年を基本として設定。

地域の産業の振興への寄与の観点から、地域の意欲と能力のある林業経営者が対応可能な数

百ha・年間数千㎥程度の素材生産量を想定。なお、立木を購入している林業経営者の平均年間立

木購入面積(2015年)は約20ha（年間６千㎥程度の素材生産量に相当）。

１．立木の伐採に係る権利 １ 樹木採取区の指定

２ 樹木採取権

６



法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

その際、長期・安定的に立木を独占して伐採で

きるといった権利の特色を踏まえ、権利の対価

（長期・安定的に立木を独占して伐採することで

期待される利益増加分の一部）について権利取

得時に納入を求める。

権利設定料の徴収 【法律に規定】

・ 農林水産大臣は、樹木採取権の設定に際し、その設定を受けた者（樹木採取権者）から、樹

木採取権の設定の対価として権利設定料を徴収する。

【運用】

権利設定料の額については、樹木採取区ごとに、国が一定の事業量の確保に伴うコスト低減

相当額を踏まえて一律に算定。また、権利設定料の納付については分割払いを可能とする。

樹木料の徴収 【法律に規定】

・ 樹木採取権者は、樹木を採取する前に、樹木料を国に納付しなければならない。

【運用】

樹木料は、樹木の対価として、国が毎年度、樹木採取権者が採取を予定する林分について、

申請者が申請時に提示する額と申請時の市場価格との比率※に採取時の市場価格を乗じた額

を踏まえ算定。

２．権利の対価 １ 権利設定料の徴収

２ 樹木料の徴収

ＡＢ Ｃ

申請時 樹木料の算定時

○樹木料の算定方法のイメージ

樹
木
料
の
価
格

→樹木料＝Ｃ×（Ｂ／Ａ）
市場価格

→申請者
の提示額

※申請者が申請時に提示する額と申請時の市場価格との比率：Ｂ／Ａ

７



法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

対象の事業者は、森林経営管理法に定める意
欲と能力のある林業経営者（森林組合、素材生
産業者、自伐林家等)及び同等の者（以下「意欲
と能力のある林業経営者等」という。）とし、投資
のみを目的とする者は対象としない。また、中小
規模の事業者が共同して権利の設定を受けるこ
とで、地域で素材生産者、製材業者等の事業者
が水平連携することを促進する。

さらに、民有林からの供給を圧迫しないよう、木
材の需要拡大を行う川中・川下事業者と連携する
意欲と能力のある林業経営者等に限り本権利を
設定する仕組みとする。（事業者の選定は、公募
により、上記３及び４の要件を満たす者の中から、
価格、事業者の信頼度等の点を勘案し決定する
仕組みを検討。）

１ 樹木採取権の設定を受ける者の必須条件 【法律に規定】

樹木採取権の設定を受ける者は、

① 森林の経営管理を効率的かつ安定的に行う能力や、これを確実に行うに足りる経理的基礎

を有すると認められること

② 民有林からの供給を圧迫しないため、木材の新規需要開拓を行うなど、木材利用事業者等

（川中事業者）及び木材製品利用事業者等（川下事業者）との連携により、木材の安定的な取

引関係を確立することが確実と認められること

等の基準に適合していなければならない。

【運用】

①については、森林経営管理法に基づく意欲と能力のある林業経営者として都道府県が公

表している者及びこれと同等の者とする。

※投資のみを目的とする者は対象とならない

２ 樹木採取権の設定を受ける者の公募 【法律に規定】

農林水産大臣は、樹木採取区を指定したときは、樹木採取権の設定を受けることを希望する
者を公募する。

【運用】

単独による申請の他、複数の事業者が水平連携して協同組合等の法人として申請することも

可能とする。

３ 樹木採取権の設定を受ける者の選定 【法律に規定】

農林水産大臣は、１の必須条件に適合している者の中から、

① 樹木料の算定の基礎となる申請額

② 事業の実施体制

③ 地域における産業の振興に対する寄与の程度

等を勘案して、関係都道府県知事に協議の上、樹木採取権者を選定する。

４．川中・川下との連携

３．権利設定を受ける者 １ 樹木採取権の設定を受ける者の必須条件

２ 樹木採取権の設定を受ける者の公募

３ 樹木採取権の設定を受ける者の選定

８



法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

事業の実施に当たっては、具体的な施業

の計画を作成し、国が認めた場合に伐採で

きる仕組みとする。その際、国有林野の公

益的機能の確保が図られるよう措置する

（例えば、伐採上限面積や伐採総量の上限

設定など現行の国有林のルールを遵守）。

また、施業の計画によらずに伐採を違法

に行った場合は、権利を取り消すなどのペ

ナルティ措置を講ずる。

１ 樹木採取権実施契約の締結 【法律に規定】

・ 樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産大臣と、具体的な施業の計画（樹木を採取する箇

所、面積、採取方法等）、川中・川下事業者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する

事項等を内容に含む契約（樹木採取権実施契約）を締結しなければならない。

・ 樹木採取権実施契約の内容は、国有林野の公益的機能の維持増進等の観点から、現行の国有林の

伐採ルールに則り、農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める基準や国有林野の地域管理経営計画に

適合するものでなければならない。

これにより、現行の国有林の伐採ルール（一箇所当たりの伐採面積の上限（概ね5ha）や尾根や渓流

沿いへの保残帯（概ね50m以上）の設置、単年及び５年間の伐採面積の上限等）の遵守を担保。

・ 樹木採取権実施契約は、５年ごとに締結しなければならない。

２ 樹木採取権者への指示、樹木採取権の取消し 【法律に規定】

・ 農林水産大臣は、事業の適正を期するため、樹木採取権者に対して報告を求め、調査し、指示をする

ことができることとし、正当な理由なく当該指示に従わないときは、権利を取り消すことができる。

・ 農林水産大臣は、樹木採取権者が伐採のルールに適合しない伐採を行うなど、樹木採取権実施契約

において定められた事項について重大な違反があったときは、樹木採取権を取り消すことができる。

【運用】

報告は必要に応じて求めるほか、毎年、伐採面積等の実績を報告させ、樹木採取権実施契約の実施

状況を確認することとする。

５．公益的機能の確保 １ 樹木採取権実施契約の締結

２ 樹木採取権者への指示、樹木採取権の取消し

９



法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

主伐後の再造林を確実かつ効率的に実施す

るため、権利を有する林業経営者に伐採と再造

林を一貫して行わせる。造林木は国の所有物と

なるため、国が経費を支出する。

再造林の申し入れ 【法律に規定】

農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地における植栽の効率的な実施を図るため、樹木採

取権者に対し、植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。

【運用】

伐採と併せて再造林を樹木採取権者が受託して行うことを内容に含む樹木採取権実施契約

を締結する旨を公募時に提示し、樹木採取権者に伐採と再造林を一貫して行わせることとする。

再造林は国が経費を支出するため、造林木は国の所有物となり、国が管理。

６．再造林の取扱い 再造林の申し入れ

１０



法案提出に向けた基本的な考え方 具体的内容

意欲と能力を有する林業経営者等の育成を図

るため、川上・川中の中小事業者に加えて、これ

らと連携して新たな木材需要の開拓に資する取

組を行う中小川下事業者に対する資金供給を円

滑化する。

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の改正 【法律に規定】

・ 本法の対象者に、川上事業者として意欲と能力のある林業経営者など森林施業の集約化を

行おうとする者を加えるとともに、川下事業者（中小住宅生産者等）を新たに位置付ける。

・ 川上事業者、川中事業者及び川下事業者が、共同して木材の安定的な取引関係の確立を図

る事業に関する計画（事業計画）を作成し、知事等の認定を受けた場合、独立行政法人農林漁

業信用基金（信用基金）による金融上の措置（債務保証及び低利の資金の融通）を講ずる。

上記の制度改正に加え、再造林や林道等森林

整備、治山対策、人材育成、木材利用の拡大対

策など林業成長産業化に資する予算について、

引き続き、確保に努める。

〇平成31年度林野関係予算

＜林業の成長産業化と生産流通構造改革の推進＞

新たな森林管理システムと森林環境税（仮称）の創設による林業の成長産業化と森林資源の

適切な管理を実現するとともに、木材の輸出も含めた需要拡大を行うことにより、時代の転換期

に即した森林・林業施策を充実。

※「臨時・特別の措置」を含む

７．資金供給の円滑化

８．予算

H31当初 H30補正 計

総額 3,433 1,228 4,661

公
共

・森林整備事業 1,413 182 1,595

・治山事業 856 195 1,051

非
公
共

・林業成長産業化総合対策＜一部公共＞ 241

・「緑の人づくり」総合支援対策 47

・合板・製材・集成材国際競争力強化対策
＜一部公共＞

392

(対前年114%)

2,269※
(対前年124%)

2,646

（億円）

木材の安定供給の確保に関する特別措置法の改正

平成31年度林野関係予算
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設
定
に
際
し
、
当
該
設
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
者
」
と
い
う
。

（三）
）
か
ら
権
利
設
定
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
五
関
係
）

二

樹
木
採
取
区
の
指
定

農
林
水
産
大
臣
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
樹
木
の
採
取
に
適
す
る
相
当
規
模
の

（一）
森
林
資
源
が
存
在
す
る
一
団
の
国
有
林
野
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
の
所
在
す
る
地
域
に
お
い
て
国
有
林
野
事
業

及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策
を
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

1
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る
こ
と
そ
の
他
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
樹
木
採
取
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、

に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
樹
木
採
取
区
を
表
示
す
る
図
面
と
併
せ
て

（二）

（一）

こ
れ
ら
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
六
関
係
）

三

公
募

農
林
水
産
大
臣
は
、
二
の

に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
樹
木
採
取
区
の
所
在
地
及
び
面
積
、
樹
木
採
取
権
の
存
続

（一）

期
間
、
権
利
設
定
料
の
額
等
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
て
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
を
公
募
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
七
関
係
）

四

設
定
の
申
請

二
の

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
農
林

（一）

（一）

水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
森
林
の
経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
等
を
有
す
る
こ
と
を
明

（二）

（一）
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
、
樹
木
料
（
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
採
取
さ
れ
る
樹
木
の
対
価
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
（
以
下
「
申
請
額
」
と
い
う
。
）
、
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

2
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（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
（

以
下
「
木
材
の
需
要
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
携
に
よ
る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す
る
事
項
等
を
記

載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
木
材
の
需
要
者
と

（三）

（一）
共
同
し
て
作
成
し
た
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
を
図
る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
」
と
い
う

。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

認
定
に
係
る
事
業
計
画
の
写
し
を
提
出
し
た
と
き
は
、

の
申
請
書
に
つ
い
て
、
木
材
の
需
要
者
と
の
連
携
に
よ
る
木

（二）

材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
八
及
び
第
八
条
の
九
関
係
）

五

選
定農

林
水
産
大
臣
は
、
四
の

の
申
請
を
し
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
、
森
林
の
経
営
管
理
を
効
率
的

（一）

（一）

か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
等
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
申
請
額
が
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に

定
め
る
樹
木
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
額
以
上
で
あ
る
こ
と
、
木
材
の
需
要
者
と
の
連
携
に
よ
り
木
材
の
安
定
的

3
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な
取
引
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、

に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
申
請
者
が

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

（二）

（一）

（一）

申
請
額
、
事
業
の
実
施
体
制
、
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
等
を
勘

案
し
て
、
そ
の
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
全
て
の
申
請
者
の
申
請
書
に
つ
い
て
評
価
し
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を

受
け
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
関
係
）

六

欠
格
事
由

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
又
は
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
に
規
定
す
る
罪
を
犯

し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な

い
者
、
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
し
て

い
な
い
者
等
は
、
三
の
公
募
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
一
関
係
）

七

樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者
の
決
定
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
五
の

に
よ
り
選
定
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
係
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
す
る
も
の
と

（一）

（二）

4
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す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、

の
設
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

（二）

（一）

の
と
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、

の
設
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
係
る
権
利
設
定
料
に
つ
い
て
、
納
付
期
限
を
定

（三）

（一）

め
て
、
そ
の
納
付
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
二
関
係
）

八

事
業
の
開
始
の
義
務

樹
木
採
取
権
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
事
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
三
関
係
）

九

樹
木
採
取
権
実
施
契
約

樹
木
採
取
権
者
は
、
事
業
を
開
始
す
る
前
に
、
農
林
水
産
大
臣
と
、
施
業
の
計
画
、
樹
木
料
の
算
定
及
び
納
付
に
関

（一）
す
る
事
項
、
木
材
の
需
要
者
と
の
連
携
に
よ
る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す
る
事
項
、
事
業
の
継
続
が

困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項
等
を
そ
の
内
容
に
含
む
契
約
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
」

と
い
う
。
）
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

5
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樹
木
採
取
権
実
施
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

の
施
業
の
計
画
が
、
国
有
林
野
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
及
び

（二）

（一）

木
材
の
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
供
給
の
観
点
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に
定
め
る
樹
木
の
採
取
に
関
す

る
基
準
並
び
に
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
国
有
林
野
に
係
る
地
域
管
理
経
営
計
画
に
適
合
し
、
ま
た
、
申
請
書
の
内
容

に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

樹
木
採
取
権
実
施
契
約
は
、
五
年
ご
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）

樹
木
採
取
権
者
は
、
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
国
に
樹
木
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
、
樹
木
採

（四）
取
区
に
お
け
る
樹
木
を
採
取
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
四
関
係
）

十

樹
木
採
取
権
の
性
質
等

樹
木
採
取
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
不
動
産
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

樹
木
採
取
権
は
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
、
譲
渡
、
滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
並

（二）
び
に
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
ほ
か
、
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

樹
木
採
取
権
は
、
分
割
し
、
又
は
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（三）

樹
木
採
取
権
の
移
転
（
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

（四）

6
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該
樹
木
採
取
権
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、

の
申
請
を
し
た
者
が
五
の

の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
六
の
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
等
の

（五）

（四）

（一）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
申
請
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ
て
い
る
樹
木
採
取
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
抵
当
権
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
放

（六）
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
っ
て
樹
木
採
取
権
を
取
得
し
た
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
出
を
し
、
そ
の

（七）
届
出
を
し
た
者
が
五
の

の
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
六
の
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め

（一）

る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
一
定
の
期
間
内
に
樹
木
採
取
権
を
譲
渡
す
べ
き
旨
を
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
五
か
ら
第
八
条
の
十
八
ま
で
関
係
）

十
一

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間
は
、
五
十
年
以
内
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
十
九
関
係
）

十
二

登
録

7
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樹
木
採
取
権
及
び
こ
れ
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
樹
木

採
取
権
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
し
、
当
該
登
録
は
、
登
記
に
代
わ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
の
二
十
関
係
）

十
三

指
示
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
事
業
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
樹
木
採
取
権
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に

関
し
報
告
を
求
め
、
実
地
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
十
一
関
係
）

十
四

樹
木
採
取
権
の
取
消
し
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
権
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
方
法
に
よ
り
樹
木
採
取
権
者
と
な
っ
た
と
き
、
事
業
を
実

施
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
こ
れ
を
実
施
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
、
九
の

の
樹
木
の
採
取
に

（二）

関
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
樹
木
の
採
取
を
し
た
と
き
そ
の
他
の
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
に

つ
い
て
重
大
な
違
反
が
あ
っ
た
と
き
等
に
該
当
す
る
と
き
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
樹
木
採

取
権
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
十
二
関
係
）

十
五

樹
木
採
取
権
者
に
対
す
る
補
償

8
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国
は
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
等
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
た
樹
木

採
取
権
者
又
は
樹
木
採
取
権
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
十
三
関
係
）

十
六

採
取
跡
地
の
植
栽

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
区
内
の
採
取
跡
地
に
お
い
て
国
有
林
野
事
業
と
し
て
行
う
植
栽
の
効
率
的
な
実
施
を
図

る
た
め
、
当
該
樹
木
採
取
区
に
係
る
樹
木
採
取
権
者
に
対
し
、
当
該
植
栽
を
そ
の
樹
木
の
採
取
と
一
体
的
に
行
う
よ
う
申

し
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
十
五
関
係
）

第
二

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

目
的
の
追
加

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
目
的
と
し
て
、
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
拡
大

事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
に
基

9
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づ
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
等
及
び
木
材
を
原
材
料
と
す
る
製
品
を
利
用
す
る
事
業
を
行
う
者
等
を
追
加
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

三

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業
務
の
追
加

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
森
林
所
有
者
等
及
び
木
材
の
需
要
者
が

共
同
し
て
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
受
け
た
事
業
計
画
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
必
要
な
資
金
の

供
給
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
資
金
の
貸
付
け
及
び
債
務
の
保
証
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

四

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係

森
林
所
有
者
等
が
第
一
の
一
の

の
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間

（一）

内
に
当
該
森
林
所
有
者
等
及
び
第
一
の
四
の

の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
木
材
の
需
要
者
か
ら
都
道
府
県
知
事
等
に
申
請

（二）

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
と
、
当
該
申
請
書
を
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
と

み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

第
三

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正

10
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信
用
基
金
の
業
務
と
し
て
、
第
二
の
三
の
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

11
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国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「
第
二
章
の
二

樹
木
採
取
権
（
第
八
条
の
五
―
第
八
条

目
次
中
「
第
三
章

分
収
造
林
（
第
九
条
―
第
十
七
条
）
」
を

第
三
章

分
収
造
林
（
第
九
条
―
第
十
七
条
）

の
二
十
六
）

に
改
め
る
。

」

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
二

樹
木
採
取
権

（
樹
木
採
取
権
の
設
定
）

第
八
条
の
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
民
間
事
業
者
に
次
条
第
一
項
の
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
生
育
し
て
い
る
樹
木
を
採
取
す

る
権
利
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

13
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２

前
項
の
樹
木
に
は
、
樹
木
採
取
権
に
基
づ
き
樹
木
が
採
取
さ
れ
た
後
に
当
該
採
取
跡
地
に
植
栽
（
人
工
下
種
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
さ
れ
た
樹
木
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
に
際
し
、
当
該
設
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
者
」
と
い
う
。
）

か
ら
権
利
設
定
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

（
樹
木
採
取
区
の
指
定
）

第
八
条
の
六

農
林
水
産
大
臣
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
樹
木
の
採
取
に
適
す
る
相
当

規
模
の
森
林
資
源
が
存
在
す
る
一
団
の
国
有
林
野
の
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
区
域
の
所
在
す
る
地
域
に
お
い
て
国
有
林
野

事
業
及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策
を
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
樹
木
採
取
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
樹
木
採
取
区
を
表
示
す
る
図
面
と

併
せ
て
こ
れ
ら
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樹
木
採
取
区
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

（
公
募
）

14
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第
八
条
の
七

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
て
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
を
公
募
す

る
も
の
と
す
る
。

一

樹
木
採
取
区
の
所
在
地
及
び
面
積

二

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間

三

権
利
設
定
料
の
額

四

樹
木
料
（
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
採
取
さ
れ
る
樹
木
の
対
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き

額
及
び
算
定
方
法

五

樹
木
採
取
権
を
行
使
す
る
際
の
指
針

六

第
八
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
の
樹
木
の
採
取
に
関
す
る
基
準

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
も
の

（
設
定
の
申
請
）

15
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第
八
条
の
八

第
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ

と
を
希
望
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
農
林
水
産

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
）

第
八
条
の
九

前
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
の
採
取
及
び
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す
る
方
針
そ
の
他
の
事
業
の
基

本
的
な
方
針

二

樹
木
採
取
区
の
所
在
地

三

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

経
営
管
理
（
森
林
に
つ
い
て
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ

と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
及
び
経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基

礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

16
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五

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
樹
木
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
額
を
勘
案
し
て
提
示
す
る
樹
木
料
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
額
（
以
下
「
申
請
額
」
と
い
う
。
）

六

木
材
利
用
事
業
者
等
（
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
利
用
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
（
同
項
に
規
定
す

る
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
取
引
関
係
、
同
項
に
規
定
す
る
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設

の
所
在
地
、
種
類
及
び
規
模
（
当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
木
材

の
用
途
の
拡
大
そ
の
他
の
木
材
の
需
要
の
開
拓
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
に
よ
る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の

確
立
に
関
す
る
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
雇
用
の
増
大
そ
の
他
の
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
地
域
に
お

け
る
産
業
の
振
興
に
対
す
る
寄
与
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
樹
木
採
取
権
者
の
選
定
に
関
し
必
要
と
な
る
事
項
と
し
て

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

２

前
条
第
二
項
の
者
が
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
（
木
材
利
用
事
業
者
等

及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
共
同
し
て
作
成
し
た
事
業
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

17
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に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
（
同

条
第
三
項
第
二
号
ロ
の
森
林
の
区
域
に
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
樹
木
採
取
区
が
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
の
写
し
を
提
出
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
選
定
）

第
八
条
の
十

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
し
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
及
び
経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

申
請
額
が
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に
定
め
る
樹
木
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
連
携
に
よ
り
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
を
確
立
す
る
こ

と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
有
林
野
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
管
理
経
営
の
実
施
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
申
請
者
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
申
請
額
、
事
業
の
実
施
体
制
、
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
対
す
る

寄
与
の
程
度
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
そ
の
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
全
て
の
申
請
者

の
申
請
書
に
つ
い
て
評
価
し
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
欠
格
事
由
）

第
八
条
の
十
一

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

一

こ
の
法
律
又
は
森
林
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
に
規
定
す
る
分
収
造
林
契
約
を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
二
年
を

経
過
し
な
い
者

19
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三

第
八
条
の
二
十
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の

取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
し
て
い
な
い
者

五

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者
の
決
定
等
）

第
八
条
の
十
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
八
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
係
る
樹
木

採
取
権
の
設
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
設
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
設
定
を
し
、
又
は
当
該
設
定
を
し
な
い
こ
と
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同

項
の
樹
木
採
取
権
に
係
る
全
て
の
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
設
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
係
る
権
利
設
定
料
に
つ
い
て
、
納
付
期
限
を

定
め
て
、
そ
の
納
付
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
権
利
設
定
料
の
納
付
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
事
業
の
開
始
の
義
務
）

第
八
条
の
十
三

樹
木
採
取
権
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
事
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

樹
木
採
取
権
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
の
期
間
内
に
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
期

間
を
定
め
、
理
由
を
付
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

樹
木
採
取
権
者
は
、
引
き
続
き
一
年
以
上
そ
の
事
業
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
理
由
を
付
し
て

、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

樹
木
採
取
権
者
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
て
休
止
し
た
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
）

第
八
条
の
十
四

樹
木
採
取
権
者
は
、
事
業
を
開
始
す
る
前
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

臣
と
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
契
約
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
契
約
の
期
間
に
わ
た
つ
て
行
う
施
業
の
計
画
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
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イ

樹
木
を
採
取
す
る
箇
所
及
び
そ
の
箇
所
ご
と
の
面
積
に
関
す
る
事
項

ロ

樹
木
の
採
取
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ

各
年
ご
と
の
採
取
面
積
に
関
す
る
事
項

二

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
樹
木
料
の
算
定
及
び
納
付
に
関
す
る
事
項

三

木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
連
携
に
よ
る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す

る
事
項

四

事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

五

事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

２

樹
木
採
取
権
実
施
契
約
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
施
業
の
計
画
（
次
号
に
お
い
て
「
施
業
計
画
」
と
い
う
。
）
が
、
国
有
林
野
の
公
益
的
機
能
の
維
持

増
進
及
び
木
材
の
持
続
的
か
つ
計
画
的
な
供
給
の
観
点
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に
定
め
る
樹
木
の
採

取
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
業
計
画
が
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
国
有
林
野
に
係
る
地
域
管
理
経
営
計
画
に
適
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合
す
る
こ
と
。

三

第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
の
内
容
に
即
し
て
い
る
こ
と
。

３

樹
木
採
取
権
実
施
契
約
は
、
五
年
ご
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
有
林
野

の
適
切
か
つ
効
率
的
な
管
理
経
営
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
よ
り
も
短
い
期
間
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

樹
木
採
取
権
者
は
、
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
に
樹
木
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
、
樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
を
採
取
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
性
質
）

第
八
条
の
十
五

樹
木
採
取
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
動
産
に
関
す
る

規
定
を
準
用
す
る
。

（
権
利
の
目
的
）

第
八
条
の
十
六

樹
木
採
取
権
は
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
、
譲
渡
、
滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び

仮
処
分
並
び
に
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
ほ
か
、
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
処
分
の
制
限
）

第
八
条
の
十
七

樹
木
採
取
権
は
、
分
割
し
、
又
は
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

樹
木
採
取
権
の
移
転
（
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
樹
木
採
取
権
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
て
、
そ
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
条
の
九
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
申
請
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
を
し
た
者
が
、
第
八
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
八
条
の
十
一
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

そ
の
申
請
に
係
る
第
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及
び
申
請
額
が
、
樹
木
採
取
権
の
移
転
を
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し
よ
う
と
す
る
者
の
第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
同
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及
び
申
請
額
に
照

ら
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６

抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ
て
い
る
樹
木
採
取
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
抵
当
権
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
放
棄

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

第
二
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
又
は
前
項
の
同
意
を
得
な
い
で
し
た
樹
木
採
取
権
の
移
転
又
は
放
棄
は
、
そ
の
効
力

を
生
じ
な
い
。

（
樹
木
採
取
権
の
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
）

第
八
条
の
十
八

法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
つ
て
樹
木
採
取
権
を
取
得
し
た
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
得
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
第
八
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て

、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ

の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
、
当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
を
譲
渡
す
る
た
め
に
通
常
必

要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
譲
渡
す
べ
き
旨
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
届
出
を
し
た
者
が
、
第
八
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
第
八
条
の
十
一
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

二

そ
の
届
出
に
係
る
第
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及
び
申
請
額
が
、
被
承
継
人
の
第
八
条
の

八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
同
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及
び
申
請
額
に
照
ら
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間
）

第
八
条
の
十
九

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間
は
、
五
十
年
以
内
と
す
る
。

（
登
録
）

第
八
条
の
二
十

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
登
録
す
る
。

一

樹
木
採
取
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限

二

樹
木
採
取
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
登
記
に
代
わ
る
も
の
と
す
る
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及

び
第
三
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十

二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５

樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四

章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
指
示
等
）

第
八
条
の
二
十
一

農
林
水
産
大
臣
は
、
事
業
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
樹
木
採
取
権
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は

経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
、
実
地
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
等
）

第
八
条
の
二
十
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
を
取

27
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り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

樹
木
採
取
権
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ

偽
り
そ
の
他
不
正
の
方
法
に
よ
り
樹
木
採
取
権
者
と
な
つ
た
と
き
。

ロ

第
八
条
の
十
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

ハ

第
八
条
の
十
二
第
四
項
の
納
付
期
限
ま
で
に
権
利
設
定
料
を
納
付
し
な
か
つ
た
と
き
。

ニ

第
八
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
事
業
を
開
始
し
な
い
と
き
、
又
は
同
条
第
三
項
の

規
定
に
違
反
し
て
引
き
続
き
一
年
以
上
休
業
し
た
と
き
。

ホ

事
業
を
実
施
で
き
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
。

ヘ

ホ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
八
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
の
樹
木
の
採
取
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
樹
木

の
採
取
を
し
た
と
き
そ
の
他
の
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
重
大
な
違
反
が
あ
つ

た
と
き
。

ト

第
八
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
料
の
納
付
を
し
な
い
で
樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
を
採
取
し
た
と

き
。

28
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チ

第
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

リ

第
八
条
の
十
八
第
二
項
の
期
間
内
に
樹
木
採
取
権
の
譲
渡
が
さ
れ
な
い
と
き
。

ヌ

正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

ル

第
八
条
の
二
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
を
怠
つ
た
と
き
。

二

樹
木
採
取
区
を
他
の
公
共
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
基
づ
く
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た

と
き
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ
て
い
る
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
そ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
抵
当
権
に
係
る
抵
当
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

樹
木
採
取
区
が
国
の
所
有
に
属
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
は
消
滅
す
る
。

（
樹
木
採
取
権
者
に
対
す
る
補
償
）

第
八
条
の
二
十
三

国
は
、
前
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

る
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
消
滅
（
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る

場
合
に
限
る
。
）
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
た
樹
木
採
取
権
者
又
は
樹
木
採
取
権
者
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

29
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単
に
「
樹
木
採
取
権
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
国
と
樹
木
採
取
権
者
と
が
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、
自
己
の
見
積
も
つ
た
金
額
を
樹
木
採
取
権
者
に

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
補
償
金
額
に
不
服
が
あ
る
樹
木
採
取
権
者
は
、
そ
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
訴
え
を
も

つ
て
、
そ
の
増
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
国
を
被
告
と
す
る
。

６

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
樹
木
採
取
権
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
樹
木
採
取
権
（

国
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
上
に
抵
当
権
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
抵
当
権
に
係
る

抵
当
権
者
か
ら
供
託
を
し
な
く
て
も
よ
い
旨
の
申
出
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
国
は
、
そ
の
補
償
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７

前
項
の
抵
当
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
補
償
金
に
対
し
て
そ
の
権
利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

８

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
原
因
と
な
つ
た
損
失
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
に
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よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
補
償
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
理
由
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
準
用
規
定
）

第
八
条
の
二
十
四

樹
木
採
取
権
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
分

収
林
」
と
あ
る
の
は
、
「
樹
木
採
取
区
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
採
取
跡
地
の
植
栽
）

第
八
条
の
二
十
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
区
内
の
採
取
跡
地
に
お
い
て
国
有
林
野
事
業
と
し
て
行
う
植
栽
の
効
率

的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
樹
木
採
取
区
に
係
る
樹
木
採
取
権
者
に
対
し
、
当
該
植
栽
を
そ
の
樹
木
の
採
取
と
一
体
的

に
行
う
よ
う
申
し
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
水
産
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
の
二
十
六

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
樹
木
採
取
権
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
十
条
第
三
号
中
「
（
人
工
下
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

（
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

31
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第
二
条

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
、
「
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条

」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
及
び
流
通
の
円
滑
化
」
を
「
、
流
通
の
円
滑
化
及
び
利
用
の
促
進
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
指
定
地
域
内
」
を
「
森
林
所
有
者
等
（
指
定
地
域
内
」
に
、
「
又
は
収
益
」
を
「
若
し
く
は
収
益
」

に
、
「
（
以
下
「
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
」
を
「
又
は
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
そ
の
他
の
権
原

に
基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
に
、
「
又
は
そ
の
」
を
「
若
し

く
は
そ
の
」
に
改
め
、
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
と
共
同
し
て
」
を
「
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
当
該
木
材

を
原
材
料
と
す
る
製
品
（
第
三
項
第
二
号
ヘ

に
お
い
て
「
木
材
製
品
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定

(2)

め
る
も
の
（
同
号
ヘ

に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
（
第
十
六
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い

(2)

32



- 21 -

て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う

。
）
と
共
同
し
て
」
に
、
「
第
三
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
又
は
」
を
「
同
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
、
」
に
、
「
が
当
該
」
を

「
又
は
同
号
ヘ

の
事
業
所
若
し
く
は
区
域
が
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
」
を
「
、
木

(2)

材
利
用
事
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
者
又
は
」
を
「
者
、
」
に
改
め
、
「
開
設

す
る
者
」
の
下
に
「
（
第
十
六
条
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
市
場
開
設
者
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材
の
輸
送
を
業
と
し
て
行
う

者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
実
施
時
期
」
を
「
実
施
期
間
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

森
林
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
お
け
る
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
す
る
方
針

第
四
条
第
三
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
が
共
同
し
て
事
業
計
画
を
作
成
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

木
材
の
需
要
の
開
拓
の
内
容

(1)

木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
の
事
業
所
で
あ
っ
て
木
材
製
品
の
引
取
り
を
行
う
も
の
の
所
在
地
又
は
木
材
製
品
利

(2)
用
事
業
を
行
う
区
域

33
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第
四
条
第
三
項
第
四
号
中
「
保
安
林
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
保
安
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
の
認
定
」

を
「
の
認
定
（
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
が
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
に
、
「
第
七
項
各
号
」
を
「
第
八
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
七
項
」
を
「

第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
保
安
林
」
を
「
、

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
（
保
安
林
」
に
、
「
を
含
む
」
を
「
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
」
に
、
「
第
三
項
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る
」
を
「
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
第
九
項
第
一

号
」
を
「
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「

の
立
木
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
」
を
「
に
つ
い
て
の
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
」
に
、
「
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る

」
を
「
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
当
該
」
を
「
当
該
事
業
計
画
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同

条
第
四
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
」
に
、
「
に
対
す
る
」
を
「
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
に

対
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
が
同
項
第
一
号
」
を
「
（
前
項
の
規

34
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定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
を
含
む
。
）
が
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
第
九
項
第
一
号
」
を
「
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
係
る
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
森
林

の
所
在
場
所
、
保
安
林
と
そ
の
他
の
森
林
と
の
区
別
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期

間
及
び
樹
種
そ
の
他
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
同
条
第
四
項
各
号
」
を
「
同
条
第
五
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
四
項
か
ら
第
十

二
項
ま
で
」
を
「
前
条
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
四
条
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
に
従
っ
て
」
を
「
（
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十

二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
事
業
計
画
」
の
下
に
「
（
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。
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第
二
十
二
条
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
章
中
第
二
十
一
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

第
二
十
四
条

森
林
所
有
者
等
が
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
八

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
た
場
合
（
当
該
樹
木
採
取
権
に
係
る
同
法
第
八
条
の
六
第
一
項

の
樹
木
採
取
区
が
指
定
地
域
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
当
該
森
林
所

有
者
等
並
び
に
当
該
樹
木
採
取
権
に
係
る
同
法
第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び

木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
か
ら
都
道
府
県
知
事
等
に
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
認
定
事
業
者
と
、
当
該
申

請
書
を
認
定
事
業
計
画
と
み
な
し
て
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
（
同
条

の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
九

条
と
す
る
。
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第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
森
林
組
合
等
の
事
業
の

利
用
の
特
例
）
」
を
付
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業
務
）

第
十
六
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
森

林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
が
共
同
し
て
作
成
し
た
認
定
事
業
計
画
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
資
金
の
供
給
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
。

一

認
定
事
業
者
が
当
該
認
定
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
場
合
に
こ

れ
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
供
給
の
事
業
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
都
道
府
県
に
対
し
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

二

信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
ハ
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
が
、
当
該
認
定
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事

業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
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十
三
条
第
一
項
の
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
（
当
該
資
金
に
充
て
る
た
め
手
形
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
を
含
む

。
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
。

イ

森
林
組
合
若
し
く
は
森
林
組
合
連
合
会
で
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
、
市
場
開
設
者
又
は
木
材
の
輸
送
を
業
と
し
て

行
う
者
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
木
材
卸
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ロ

木
材
卸
売
業
者
等
（
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数

が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
（
政
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

ハ

木
材
卸
売
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者

三

前
二
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
都
道
府
県
の
特
別
会
計
）

第
十
七
条

前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
都
道
府

県
は
、
そ
の
経
理
を
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
特
別
会
計
に
お
い

て
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
は
、
当
該
経
理
を
他
の
経
理
と
区
分
し
て
行
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う
も
の
と
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
特
例
）

２

第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県

は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
経
理
を
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置

す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る

暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
経
理
を
当
該
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う
と
き
は

、
当
該
経
理
を
第
十
七
条
に
規
定
す
る
経
理
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
こ
と
、
」
の
下
に
「
都
道
府
県
が
行
う
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八

年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
木
材
安
定
供
給
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
並
び
に
」
を
加

え
る
。
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第
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
二
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ロ

」
を
加
え
、
「
同
法
第
十
七
条
第
一
号
」
を
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
第
一
号
若
し
く
は
木
材
安
定

供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ハ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
次
条
及
び
」
を
「
次
条
、
」
に
、
「
の
規
定
」
を
「
及
び
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六

条
第
二
号
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

都
道
府
県
に
対
し
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
」
を
「
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
及
び
第
九
号
」
を
「
、
第
六
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
」
の
下
に
「
、
木
材
安
定
供
給
特
措
法
」
を
加
え
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に

関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
）
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第
五
条

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
九
十
六
条
の
十
一
第
一
項
中
「
及
び
第
九
号
」
を
「
、
第
六
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
、
第
四
号
又
は
第
四
号
の
二
」
を
「
又
は
第
四
号
か
ら
第
四
号
の
三
ま
で
」
に
、
「
又
は
公
共
施
設

等
運
営
権
」
を
「
、
公
共
施
設
等
運
営
権
又
は
樹
木
採
取
権
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
」
を
「
、
公
共
施
設
等
運
営
権
又
は
樹
木
採
取
権
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
四
号
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
の
三

樹
木
採
取
権
の
登
録
（
樹
木
採
取
権
の
信
託
の
登
録
を
含
む
。
）

㈠

設
定
の
登
録

樹
木
採
取
権
の
価
額

千
分
の
一

㈡

移
転
の
登
録

イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

樹
木
採
取
権
の
価
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

樹
木
採
取
権
の
価
額

千
分
の
五
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㈢

抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
、
競
売
、
強
制
管
理
若
し
く
は
担
保

債
権
金
額
又
は
極
度

千
分
の
四

不
動
産
収
益
執
行
に
係
る
差
押
え
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当

金
額

付
債
権
の
差
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限
の
登
録

㈣

抵
当
権
の
移
転
の
登
録

イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度

千
分
の
一

金
額

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度

千
分
の
二

金
額

㈤

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
録

一
部
譲
渡
又
は
分
割

千
分
の
二

後
の
共
有
者
の
数
で

極
度
金
額
を
除
し
て

計
算
し
た
金
額

㈥

抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
録

抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千

43
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円

㈦

信
託
の
登
録

イ

抵
当
権
の
信
託
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度

千
分
の
二

金
額

ロ

抵
当
権
以
外
の
権
利
の
信
託
の
登
録

樹
木
採
取
権
の
価
額

千
分
の
一

㈧

付
記
登
録
、
仮
登
録
、
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
登
録
又
は
登
録

樹
木
採
取
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千

の
更
正
若
し
く
は
変
更
の
登
録
（
こ
れ
ら
の
登
録
の
う
ち
㈠
か
ら
㈦

円

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

㈨

登
録
の
抹
消

樹
木
採
取
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千

円

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
七
条
の
表
第
七
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
項
中
「
第
十
七
条
第
二
号
に
」
を
「
若
し
く
は
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十

六
条
第
二
号
ロ
に
」
に
、
「
第
十
七
条
第
二
号
若
し
く
は
」
を
「
、
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ロ
若
し
く
は

」
に
、
「
同
法
第
十
七
条
第
一
号
」
を
「
若
し
く
は
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ハ
」
に
、
「
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
第
一
号
」
を
「
、
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
条

第
二
号
の
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
、
「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」

に
、
「
及
び
暫
定
措
置
法
」
を
「
並
び
に
暫
定
措
置
法
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の
項
中
「
及
び
第
九
号
」
を
「
、
第
六

号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
破
産
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
公
共
施
設
等
運
営
権
」
の
下
に
「
、
樹
木
採
取
権
」
を
加
え
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
百
六
条
の
五
第
一
項
中
「
収
入
額
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
八
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
権
利
設
定
料
及
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び
同
法
第
八
条
の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
樹
木
料
の
収
入
額
の
合
計
額
」
を
、
「
費
用
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
八
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取
権
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
た
め
に
要
す
る
費
用
」
を
加
え
る
。

46



理

由

効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
樹
木
の
採
取
に
適
す
る
相
当
規
模
の
森
林
が
存
在
す
る
国
有
林
野

の
一
定
区
域
に
お
い
て
、
木
材
の
需
要
者
と
連
携
す
る
事
業
者
が
安
定
的
に
樹
木
の
採
取
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
権
利
を

創
設
す
る
と
と
も
に
、
森
林
所
有
者
等
と
木
材
の
需
要
者
と
の
連
携
に
よ
り
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
取
組
に
対
す
る
金

融
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）

（
第
一
条
関
係
）
１

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）

（
第
二
条
関
係
）
13

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（
第
三
条
関
係
）
23

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）

（
附
則
第
四
条
関
係
）
26

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

（
附
則
第
五
条
関
係
）
27

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）
28

七

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
附
則
第
七
条
関
係
）
31

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
附
則
第
八
条
関
係
）
33

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
附
則
第
九
条
関
係
）
34
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○

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章
の
二

管
理
経
営
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
六
条
の
四
）

第
一
章
の
二

管
理
経
営
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
六
条
の
四
）

第
一
章
の
三

調
査
業
務
の
委
託
（
第
六
条
の
五
―
第
六
条
の
十
六
）

第
一
章
の
三

調
査
業
務
の
委
託
（
第
六
条
の
五
―
第
六
条
の
十
六
）

第
二
章

貸
付
け
、
使
用
及
び
売
払
い
（
第
七
条
―
第
八
条
の
四
）

第
二
章

貸
付
け
、
使
用
及
び
売
払
い
（
第
七
条
―
第
八
条
の
四
）

第
二
章
の
二

樹
木
採
取
権
（
第
八
条
の
五
―
第
八
条
の
二
十
六
）

第
三
章

分
収
造
林
（
第
九
条
―
第
十
七
条
）

第
三
章

分
収
造
林
（
第
九
条
―
第
十
七
条
）

第
四
章

分
収
育
林
（
第
十
七
条
の
二
―
第
十
七
条
の
六
）

第
四
章

分
収
育
林
（
第
十
七
条
の
二
―
第
十
七
条
の
六
）

第
五
章

共
用
林
野
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）

第
五
章

共
用
林
野
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

附
則

附
則

第
二
章
の
二

樹
木
採
取
権

（
樹
木
採
取
権
の
設
定
）

第
八
条
の
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
民
間
事
業
者
に
次
条
第
一
項
の
樹
木
採
取

（
新
設
）

区
に
お
い
て
生
育
し
て
い
る
樹
木
を
採
取
す
る
権
利
（
以
下
「
樹
木
採
取
権

」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
樹
木
に
は
、
樹
木
採
取
権
に
基
づ
き
樹
木
が
採
取
さ
れ
た
後
に
当

該
採
取
跡
地
に
植
栽
（
人
工
下
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
さ
れ
た
樹
木
を

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
に
際
し
、
当
該
設
定
を
受
け
た

者
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
権
利
設
定
料
を
徴
収
す
る

も
の
と
す
る
。

（
樹
木
採
取
区
の
指
定
）
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第
八
条
の
六

農
林
水
産
大
臣
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
林
業
経
営
の
育
成

（
新
設
）

を
図
る
た
め
、
樹
木
の
採
取
に
適
す
る
相
当
規
模
の
森
林
資
源
が
存
在
す
る

一
団
の
国
有
林
野
の
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
区
域
の
所
在
す
る
地
域
に
お
い

て
国
有
林
野
事
業
及
び
民
有
林
野
に
係
る
施
策
を
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と

に
よ
り
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
樹
木
採
取
区
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
樹
木
採
取
区
を
表
示
す
る
図
面
と
併
せ
て
こ
れ
ら
を
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
樹
木
採
取
区
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
公
募
）

第
八
条
の
七

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た

（
新
設
）

と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

あ
ら
か
じ
め
公
表
し
て
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

者
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。

一

樹
木
採
取
区
の
所
在
地
及
び
面
積

二

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間

三

権
利
設
定
料
の
額

四

樹
木
料
（
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
採
取
さ
れ
る
樹
木
の
対
価
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
額
及
び
算
定
方
法

五

樹
木
採
取
権
を
行
使
す
る
際
の
指
針

六

第
八
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
の
樹
木
の
採
取
に
関
す
る
基
準

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

（
設
定
の
申
請
）

第
八
条
の
八

第
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
樹
木
採
取
区

（
新
設
）

に
お
い
て
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
農
林
水

産
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
申
請
書
）

第
八
条
の
九

前
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

（
新
設
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
の
採
取
及
び
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係

の
確
立
に
関
す
る
方
針
そ
の
他
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針

二

樹
木
採
取
区
の
所
在
地

三

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

四

経
営
管
理
（
森
林
に
つ
い
て
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た

適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
及
び
経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足

り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

五

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
樹
木
料
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
べ
き
額
を
勘
案
し
て
提
示
す
る
樹
木
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
（
以

下
「
申
請
額
」
と
い
う
。
）

六

木
材
利
用
事
業
者
等
（
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
利

用
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
（

同
項
に
規
定
す
る
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

の
取
引
関
係
、
同
項
に
規
定
す
る
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
の
所
在
地
、

種
類
及
び
規
模
（
当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
木
材
の
用
途
の
拡
大
そ
の
他
の
木
材
の
需
要
の

開
拓
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
に
よ
る
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係

の
確
立
に
関
す
る
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
雇
用
の
増
大
そ

の
他
の
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
対
す
る

寄
与
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
樹
木
採
取
権
者
の
選
定
に
関
し
必
要
と
な
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る
事
項
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

２

前
条
第
二
項
の
者
が
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

四
条
第
一
項
の
認
定
（
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等

と
共
同
し
て
作
成
し
た
事
業
計
画
（
同
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
で

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
（
同
条
第
三
項
第
二
号

ロ
の
森
林
の
区
域
に
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
樹
木
採
取
区

が
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
を
提
出
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
選
定
）

第
八
条
の
十

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

（
新
設
）

、
第
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」

と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
及
び
経
営
管
理
を
確
実

に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

申
請
額
が
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に
定
め
る
樹
木
料
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
連
携
に
よ
り

木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
有
林
野
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
管

理
経
営
の
実
施
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
申
請
者
が
同

項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
申
請
額

、
事
業
の
実
施
体
制
、
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振

興
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し

て
、
そ
の
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
全
て
の
申
請
者
の
申
請
書
に
つ
い
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て
評
価
し
、
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
欠
格
事
由
）

第
八
条
の
十
一

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
八
条
の
七
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
る
公
募
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

こ
の
法
律
又
は
森
林
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
条
に
規
定
す
る
分
収
造
林
契
約

を
解
除
さ
れ
、
そ
の
解
除
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

第
八
条
の
二
十
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経

過
し
な
い
者

四

十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
し
て
い
な
い
者

五

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
者
の
決
定
等
）

第
八
条
の
十
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
八
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選

（
新
設
）

定
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
係
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
す
る
も
の
と

す
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
設
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都
道

府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
設
定
を
し
、
又
は
当
該
設
定
を
し
な
い
こ

と
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項
の
樹
木
採
取
権
に
係
る
全
て

の
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
設
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に

係
る
権
利
設
定
料
に
つ
い
て
、
納
付
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
納
付
を
命
ず
る

も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
権
利
設
定
料
の
納
付
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
事
業
の
開
始
の
義
務
）

第
八
条
の
十
三

樹
木
採
取
権
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
期
間
内
に

（
新
設
）

、
事
業
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

樹
木
採
取
権
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
の
期
間
内
に
事
業

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
理
由
を
付
し
て
、

農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

樹
木
採
取
権
者
は
、
引
き
続
き
一
年
以
上
そ
の
事
業
を
休
止
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
理
由
を
付
し
て
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

樹
木
採
取
権
者
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
て
休
止
し
た
事
業
を
開
始
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
）

第
八
条
の
十
四

樹
木
採
取
権
者
は
、
事
業
を
開
始
す
る
前
に
、
農
林
水
産
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
と
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ

の
内
容
に
含
む
契
約
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
契
約
の
期
間
に
わ
た
つ
て
行
う
施
業
の
計
画
で
あ
つ
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の

イ

樹
木
を
採
取
す
る
箇
所
及
び
そ
の
箇
所
ご
と
の
面
積
に
関
す
る
事
項

ロ

樹
木
の
採
取
方
法
に
関
す
る
事
項

ハ

各
年
ご
と
の
採
取
面
積
に
関
す
る
事
項

二

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
樹
木
料
の
算
定
及
び
納
付
に
関
す

る
事
項

三

木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
連
携
に
よ
る

木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
に
関
す
る
事
項

四

事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

五

事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項

２

樹
木
採
取
権
実
施
契
約
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
の
施
業
の
計
画
（
次
号
に
お
い
て
「
施
業
計
画
」
と
い
う

。
）
が
、
国
有
林
野
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
及
び
木
材
の
持
続
的
か

つ
計
画
的
な
供
給
の
観
点
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
樹
木
採
取
区
ご
と
に
定

め
る
樹
木
の
採
取
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
業
計
画
が
樹
木
採
取
区
の
所
在
す
る

国
有
林
野
に
係
る
地
域
管
理
経
営
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
。

三

第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
の
内
容
に
即
し
て
い
る
こ
と
。

３

樹
木
採
取
権
実
施
契
約
は
、
五
年
ご
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
締
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
有
林
野
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
管
理
経

営
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
よ
り
も
短
い

期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

樹
木
採
取
権
者
は
、
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
樹
木
料
を
納
付
し
な
け
れ

ば
、
樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
を
採
取
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
性
質
）

第
八
条
の
十
五

樹
木
採
取
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定

（
新
設
）

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
動
産
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
権
利
の
目
的
）

第
八
条
の
十
六

樹
木
採
取
権
は
、
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
、
譲
渡

（
新
設
）

、
滞
納
処
分
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
並
び
に
抵
当
権
の
目
的

と
な
る
ほ
か
、
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
処
分
の
制
限
）

第
八
条
の
十
七

樹
木
採
取
権
は
、
分
割
し
、
又
は
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
な

（
新
設
）

い
。

２

樹
木
採
取
権
の
移
転
（
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

樹
木
採
取
権
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
し
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て
、
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
都

道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
申
請
を
許
可
し
て
は

な
ら
な
い
。

一

そ
の
申
請
を
し
た
者
が
、
第
八
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
、
か
つ
、
第
八
条
の
十
一
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

。
二

そ
の
申
請
に
係
る
第
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方

針
及
び
申
請
額
が
、
樹
木
採
取
権
の
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
第
八
条

の
八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
同
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及

び
申
請
額
に
照
ら
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６

抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ
て
い
る
樹
木
採
取
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
抵

当
権
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

第
二
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
又
は
前
項
の
同
意
を
得
な
い
で
し
た
樹

木
採
取
権
の
移
転
又
は
放
棄
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
樹
木
採
取
権
の
法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
）

第
八
条
の
十
八

法
人
の
合
併
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
つ
て
樹
木
採
取
権
を

（
新
設
）

取
得
し
た
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
取
得
の
日
か

ら
三
月
以
内
に
、
第
八
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
、

当
該
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
を
譲
渡
す
る
た

め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間

内
に
譲
渡
す
べ
き
旨
を
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。一

そ
の
届
出
を
し
た
者
が
、
第
八
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
、
か
つ
、
第
八
条
の
十
一
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と

。
二

そ
の
届
出
に
係
る
第
八
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方

針
及
び
申
請
額
が
、
被
承
継
人
の
第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載

さ
れ
た
同
号
の
事
業
の
基
本
的
な
方
針
及
び
申
請
額
に
照
ら
し
て
適
当
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間
）

第
八
条
の
十
九

樹
木
採
取
権
の
存
続
期
間
は
、
五
十
年
以
内
と
す
る
。

（
新
設
）

（
登
録
）

第
八
条
の
二
十

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
登
録
す
る
。

（
新
設
）

一

樹
木
採
取
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限

二

樹
木
採
取
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
、
変
更
、
移
転
、
消
滅
及

び
処
分
の
制
限

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
登
記
に
代
わ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

４

樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

５

樹
木
採
取
権
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
（
行
政
機
関
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八

号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
同
法
第
四
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。
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（
指
示
等
）

第
八
条
の
二
十
一

農
林
水
産
大
臣
は
、
事
業
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
樹
木

（
新
設
）

採
取
権
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求

め
、
実
地
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
等
）

第
八
条
の
二
十
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ

（
新
設
）

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

樹
木
採
取
権
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

イ

偽
り
そ
の
他
不
正
の
方
法
に
よ
り
樹
木
採
取
権
者
と
な
つ
た
と
き
。

ロ

第
八
条
の
十
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

ハ

第
八
条
の
十
二
第
四
項
の
納
付
期
限
ま
で
に
権
利
設
定
料
を
納
付
し

な
か
つ
た
と
き
。

ニ

第
八
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
事
業

を
開
始
し
な
い
と
き
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
引
き
続

き
一
年
以
上
休
業
し
た
と
き
。

ホ

事
業
を
実
施
で
き
な
か
つ
た
と
き
、
又
は
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
。

ヘ

ホ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
第
八
条
の
十
四
第
二
項
第
一
号
の
樹
木

の
採
取
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
樹
木
の
採
取
を
し
た
と
き
そ
の

他
の
樹
木
採
取
権
実
施
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
重

大
な
違
反
が
あ
つ
た
と
き
。

ト

第
八
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
料
の
納
付
を
し
な
い
で

樹
木
採
取
区
に
お
け
る
樹
木
を
採
取
し
た
と
き
。

チ

第
八
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
と
き
。

リ

第
八
条
の
十
八
第
二
項
の
期
間
内
に
樹
木
採
取
権
の
譲
渡
が
さ
れ
な

い
と
き
。

ヌ

正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

ル

第
八
条
の
二
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事

項
の
実
施
を
怠
つ
た
と
き
。
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二

樹
木
採
取
区
を
他
の
公
共
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
基

づ
く
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
と
き
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
抵
当
権
の
設
定
が
登
録
さ
れ

て
い
る
樹
木
採
取
権
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の

旨
を
当
該
抵
当
権
に
係
る
抵
当
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

樹
木
採
取
区
が
国
の
所
有
に
属
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
樹
木
採
取
権
は

消
滅
す
る
。

（
樹
木
採
取
権
者
に
対
す
る
補
償
）

第
八
条
の
二
十
三

国
は
、
前
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

（
新
設
）

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
又
は

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
消
滅
（
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
た
樹
木
採
取
権
者
又

は
樹
木
採
取
権
者
で
あ
つ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
樹
木
採
取

権
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
国
と
樹
木
採
取
権
者
と

が
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、
自

己
の
見
積
も
つ
た
金
額
を
樹
木
採
取
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
補
償
金
額
に
不
服
が
あ
る
樹
木
採
取
権
者
は
、
そ
の
決
定
の
通
知

を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
訴
え
を
も
つ
て
、
そ
の
増
額
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
国
を
被
告
と
す
る
。

６

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
樹
木
採
取
権
又
は
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
し
た
樹
木
採
取
権
（
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に

よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
上
に
抵
当
権
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
抵

当
権
に
係
る
抵
当
権
者
か
ら
供
託
を
し
な
く
て
も
よ
い
旨
の
申
出
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
国
は
、
そ
の
補
償
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
抵
当
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
補
償
金
に
対
し
て

そ
の
権
利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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８

国
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
の
原
因
と
な
つ
た
損
失
が
前
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
樹
木
採
取
権
の
取
消
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
補
償
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
理
由
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
負
担
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
規
定
）

第
八
条
の
二
十
四

樹
木
採
取
権
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
規
定
を
準
用

（
新
設
）

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
分
収
林
」
と
あ
る
の
は
、
「
樹
木

採
取
区
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
採
取
跡
地
の
植
栽
）

第
八
条
の
二
十
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
樹
木
採
取
区
内
の
採
取
跡
地
に
お
い

（
新
設
）

て
国
有
林
野
事
業
と
し
て
行
う
植
栽
の
効
率
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該

樹
木
採
取
区
に
係
る
樹
木
採
取
権
者
に
対
し
、
当
該
植
栽
を
そ
の
樹
木
の
採

取
と
一
体
的
に
行
う
よ
う
申
し
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
農
林
水
産
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
の
二
十
六

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
樹
木
採
取
権
に
関
し
必

（
新
設
）

要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
分
収
造
林
契
約
の
内
容
）

（
分
収
造
林
契
約
の
内
容
）

第
十
条

前
条
の
契
約
（
以
下
「
分
収
造
林
契
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

第
十
条

前
条
の
契
約
（
以
下
「
分
収
造
林
契
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

植
栽
す
べ
き
樹
種
及
び
本
数

三

植
栽
（
人
工
下
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
べ
き
樹
種
及
び
本
数

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）
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○

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
二
十
四

第
二
章

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
二
十
一

条
）

条
）

第
三
章

罰
則
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

第
三
章

罰
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

附
則

附
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
森
林
資
源
の
状
況
か
ら
み
て
林
業
的
利
用
の
合
理
化

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
森
林
資
源
の
状
況
か
ら
み
て
林
業
的
利
用
の
合
理
化

を
図
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
の
存
す
る
地
域
に
つ
い
て
、
木
材

を
図
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
の
存
す
る
地
域
に
つ
い
て
、
木
材

の
生
産
の
安
定
、
流
通
の
円
滑
化
及
び
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
別
の

の
生
産
の
安
定
及
び
流
通
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
し
、
も
っ
て
林
業

こ
と
に
よ
り
、
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
し
、
も
っ
て
林
業
及
び
木
材
製
造

及
び
木
材
製
造
業
等
の
一
体
的
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

業
等
の
一
体
的
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
関
す
る
計
画

第
二
章

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
関
す
る
計
画

（
事
業
計
画
）

（
事
業
計
画
）

第
四
条

森
林
所
有
者
等
（
指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第

第
四
条

指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第
二
条
第
二
項
に
規

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権

定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権
原
に
基
づ
き
森
林

原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
す
る
者
又
は
森
林
経
営

の
立
木
の
使
用
又
は
収
益
を
す
る
者
（
以
下
「
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
。

管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

）
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は

よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
事
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下

律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

こ
の
条
に
お
い
て
「
木
材
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し
て
、
木

す
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
そ
の
他
の
権
原
に

材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
（
こ
れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、

基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。

乾
燥
施
設
そ
の
他
の
木
材
の
生
産
又
は
流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（

以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材

以
下
「
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図

料
若
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
織

る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
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す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材
利
用
事

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を

業
者
等
及
び
当
該
木
材
を
原
材
料
と
す
る
製
品
（
第
三
項
第
二
号
ヘ

に
お

当
該
指
定
地
域
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
（
第
三
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所

(2)

い
て
「
木
材
製
品
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る

又
は
同
号
ニ
の
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
が
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府

も
の
（
同
号
ヘ

に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う

県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
。
以
下
「
都

(2)

者
（
第
十
六
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
」
と

道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業
計
画
が
適
当
で
あ

い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者

る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し
て
、
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
（
こ

れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、
乾
燥
施
設
そ
の
他
の
木
材
の
生
産
又
は

流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
」
と

い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図
る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定
供
給
確
保

事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
計
画

」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
指
定
地
域
を
指
定
し
た
都
道
府
県

知
事
（
同
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
、
同
号
ニ
の
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
又

は
同
号
ヘ

の
事
業
所
若
し
く
は
区
域
が
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県

(2)

の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
。
以
下
「
都
道

府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業
計
画
が
適
当
で
あ
る

旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者

２

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
森
林
所
有
者
等
又
は
木
材
利
用
事
業

等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
安
定
的
な
取
引
関
係
に
基
づ
き
行
う

者
等
と
の
安
定
的
な
取
引
関
係
に
基
づ
き
行
う
立
木
の
伐
採
及
び
木
材
の
搬

立
木
の
伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
の
効
率
化
、
木
材
の
需
要
の
開
拓
そ
の
他
の

出
の
効
率
化
、
木
材
の
需
要
の
開
拓
そ
の
他
の
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
促
進
措
置
」

促
進
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
促
進
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画

と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

素
材
生
産
業
若
し
く
は
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
、
木
材
取
引
の
た
め
に

二

素
材
生
産
業
若
し
く
は
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
又
は
木
材
取
引
の
た
め

開
設
さ
れ
る
市
場
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
開
設
す
る
者
（

に
開
設
さ
れ
る
市
場
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
開
設
す
る
者

第
十
六
条
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
市
場
開
設
者
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材

の
輸
送
を
業
と
し
て
行
う
者

三

（
略
）

三

（
略
）

３

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
促
進
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内

二

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
促
進
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
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容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
実
施
期
間

容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
実
施
時
期

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

森
林
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
お
け
る
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

ロ

森
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
（
森
林
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五

に
関
す
る
方
針

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
そ
の
他
の
森
林
と
の
区
別
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐

採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造

林
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ヘ

森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者

（
新
設
）

等
が
共
同
し
て
事
業
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項木

材
の
需
要
の
開
拓
の
内
容

(1)

木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
の
事
業
所
で
あ
っ
て
木
材
製
品
の
引
取

(2)
り
を
行
う
も
の
の
所
在
地
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
を
行
う
区
域

三

（
略
）

三

（
略
）

四

森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
（

四

森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
（

以
下
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（

以
下
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（

同
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
保
安
林
（

同
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
保
安
林
並

同
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保

び
に
保
安
施
設
地
区
（
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保

安
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
保
安
施
設
地
区
（
同
法
第
四
十
一

安
施
設
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
及
び
海
岸
保
全
区
域
（

条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

の
区
域
内
及
び
海
岸
保
全
区
域
（
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一

さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
森
林
以
外
の
森
林

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
を
い
う
。
以
下

に
お
い
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
十
条

同
じ
。
）
内
の
森
林
以
外
の
森
林
に
お
い
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
行
為
（
以
下
「
開
発
行
為
」
と
い
う
。
）

整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
行
為
（

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
配
置
及
び
構
造

以
下
「
開
発
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
施
設
の
配
置
及
び
構
造

五

（
略
）

五

（
略
）

４

事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
木
材
安
定
供
給
確

（
新
設
）

保
事
業
に
係
る
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
森
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
と
そ
の

他
の
森
林
と
の
区
別
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
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の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
し
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

４

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
事
業
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

、
そ
の
事
業
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
が
森
林
所
有
者
等
か
ら
木
材
利
用
事
業

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
が
森
林
所
有
者
等
か
ら
木
材
利
用
事
業
者

者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
に
対
す
る
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保

等
に
対
す
る
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も

す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ

三

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ

り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
を

る
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

含
む
。
）
が
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

四

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
伐
採
に
つ
い
て
、
当
該
保
安
林
に
係
る
森

て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
伐
採
に
つ
い
て
、
当
該
保
安
林
に
係
る
森

林
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

林
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
施
業
要
件
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

る
指
定
施
業
要
件
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
項
（
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
項
（
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
第
十
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
施
業
要
件

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
第
九
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
施
業
要
件

」
と
い
う
。
）
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

」
と
い
う
。
）
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

６

都
道
府
県
知
事
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（

保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に

い
て
同
じ
。
）
の
立
木
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
を
含
む
事
業
計
画
に
つ

つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事

い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ

項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
を
す
る

る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴

い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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７

（
略
）

６

（
略
）

８

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い

７

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い

て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ

て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協

議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
森
林
法
第
三
十
四
条
の
二

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
森
林
法
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
択
伐
に
よ
る
立

第
一
項
に
規
定
す
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
択
伐
に
よ
る
立

木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
」

る
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
十
項
第
一
号
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
九
項
第
一
号
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
事
項

当
該
保
安
林

に
関
す
る
事
項

当
該
保
安
林

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
（
保
安
林
の
区
域
内
に
お

８

農
林
水
産
大
臣
は
、
保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
択
伐
に

け
る
立
木
の
伐
採
（
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
及
び
間
伐
の
た
め
の
立
木
の

よ
る
立
木
の
伐
採
及
び
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
含
む
事

伐
採
に
限
る
。
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第

業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
項
第
二

一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い

号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
保

て
、
当
該
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
保
安
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

安
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い

９

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い

10
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
八
項
の
同

に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
七
項
の
同

意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
関
す
る
事
項

当
該
伐
採

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
関
す
る
事
項

当
該
伐
採

が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
第
五
項

が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
第
四
項

第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に

11

10

つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す

つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
七
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村

る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村

長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
（
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
が

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係

12

11

67



- 18 -

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地

を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
を
す
る
こ
と

の
属
す
る
市
町
村
の
長
（
農
林
水
産
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
第
七
項
各
号
に
掲

と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
（
農
林
水
産
大
臣

げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
森

に
あ
っ
て
は
、
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
、

林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
市
町
村
の
長
）
に
当
該

そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
当
該
市
町
村
の
長
）
に
当
該
認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
略
）

（
略
）

13

12

（
計
画
の
変
更
等
）

（
計
画
の
変
更
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
計
画
（
前
項
の

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
計
画
（
前
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下

規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下

「
認
定
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適

「
認
定
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適

合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

（
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
係
る
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。

（
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
係
る
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。

以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
安
定

以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
安
定

供
給
確
保
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消

供
給
確
保
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
。

す
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て

３

前
条
第
四
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
事
業
計
画
の
認
定
の
特
例
）

（
事
業
計
画
の
認
定
の
特
例
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

第
四
条
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
前

２

第
四
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
前

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
伐
採
の
届
出
の
特
例
）

（
伐
採
の
届
出
の
特
例
）

第
七
条

認
定
事
業
者
が
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
保

第
七
条

認
定
事
業
者
が
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
保

安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
認
定
事

安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
認
定
事

業
計
画
（
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
次
条
及

業
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
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び
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
行
う
立
木
の

一
項
本
文
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
二
項
中
「
森
林
所
有
者
等
」
と
あ

伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
は
適
用
せ
ず

る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法

、
同
条
第
二
項
中
「
森
林
所
有
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の

律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
森
林

確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一

所
有
者
等
」
と
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
」
と
あ
る
の

項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
等
」
と
、
「
前
項
の
規

は
「
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
計
画
」
と
読
み
替
え
て
、

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

定
す
る
認
定
事
業
計
画
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
の
特
例
）

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
の
特
例
）

第
九
条

森
林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
又
は
森
林

第
九
条

森
林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
又
は
森
林

所
有
者
か
ら
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

所
有
者
か
ら
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

認
定
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
当
該
認
定

認
定
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
当
該
認
定

に
係
る
森
林
経
営
計
画
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い

に
係
る
森
林
経
営
計
画
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ

っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の
事
業
計
画

っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の
事
業
計
画

（
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
第

に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は

四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
定

、
当
該
認
定
森
林
所
有
者
等
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば

森
林
所
有
者
等
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
認
定
森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省

こ
の
場
合
に
は
、
当
該
認
定
森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
の
長
（
同
法
第
十
九
条

と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
の
長
（
同
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
。

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
。
第
四
項
に
お

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
森
林
経
営
計
画
の
変
更
が
適
当
で
あ
る

い
て
同
じ
。
）
に
当
該
森
林
経
営
計
画
の
変
更
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に

か
ど
う
か
に
つ
き
認
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
き
認
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業
務
）

第
十
六
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い

（
新
設
）

う
。
）
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業

者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
が
共
同
し
て
作
成
し
た
認
定
事
業
計
画

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
資
金
の

供
給
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。
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一

認
定
事
業
者
が
当
該
認
定
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す

る
の
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
場
合
に
こ
れ
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必

要
な
資
金
の
供
給
の
事
業
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
都
道
府

県
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金

を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

二

信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（
そ
の
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と

な
っ
て
い
る
ハ
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
が
、
当
該
認
定
に
係
る
木
材
安

定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
独
立
行
政
法
人
農
林

漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一

項
の
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
（
当
該
資
金
に
充
て
る
た
め
手
形

の
割
引
を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負

担
す
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
。

イ

森
林
組
合
若
し
く
は
森
林
組
合
連
合
会
で
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
、

市
場
開
設
者
又
は
木
材
の
輸
送
を
業
と
し
て
行
う
者
（
ロ
及
び
ハ
に
お

い
て
「
木
材
卸
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ロ

木
材
卸
売
業
者
等
（
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下

の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び

個
人
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
（

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
直
接
又
は
間

接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

ハ

木
材
卸
売
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者

三

前
二
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
都
道
府
県
の
特
別
会
計
）

第
十
七
条

前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受

（
新
設
）

け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県
は
、
そ
の
経
理
を
林
業
・
木

材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
特
別

会
計
に
お
い
て
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
都
道
府
県
は
、
当
該
経
理
を
他
の
経
理
と
区
分
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
森
林
組
合
等
の
事
業
の
利
用
の
特
例
）

（
森
林
組
合
等
の
事
業
の
利
用
の
特
例
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
配
慮
）

（
国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
配
慮
）

第
二
十
条

国
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
、
国
有

第
十
八
条

国
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
、
国
有

林
野
事
業
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定

林
野
事
業
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

す
る
国
有
林
野
事
業
を
い
う
。
）
に
お
け
る
木
材
の
供
給
に
つ
い
て
適
切
な

第
二
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
い
う
。

配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

）
に
お
け
る
木
材
の
供
給
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
～
第
二
十
三
条

（
略
）

第
十
九
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）

（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

第
二
十
四
条

森
林
所
有
者
等
が
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
第
八

（
新
設
）

条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹

木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
た
場
合
（
当
該
樹
木
採
取
権
に
係
る
同
法
第
八
条

の
六
第
一
項
の
樹
木
採
取
区
が
指
定
地
域
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
当
該
森
林
所
有
者
等
並
び
に
当

該
樹
木
採
取
権
に
係
る
同
法
第
八
条
の
八
第
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た

木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
か
ら
都
道
府
県
知
事
等

に
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
認
定
事
業
者
と
、
当
該
申
請
書

を
認
定
事
業
計
画
と
み
な
し
て
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
（
同
条
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
の

規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
章

罰
則

第
三
章

罰
則

第
二
十
五
条

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告

第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た

を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫

定
措
置
法
の
特
例
）

２

第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け

（
新
設
）

て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

そ
の
経
理
を
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
設
置
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
林
業
経
営
基

盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭

和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
経
理
を
当
該
特
別
会

計
に
お
い
て
行
う
と
き
は
、
当
該
経
理
を
第
十
七
条
に
規
定
す
る
経
理
と
併

せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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○

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
信
用
基
金
の
目
的
）

（
信
用
基
金
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う

第
三
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う

。
）
は
、
農
業
信
用
基
金
協
会
が
行
う
農
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の

。
）
は
、
農
業
信
用
基
金
協
会
が
行
う
農
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の

保
証
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
が
行
う
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の
保

保
証
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
が
行
う
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の
保

証
等
に
つ
き
保
険
を
行
う
こ
と
、
都
道
府
県
が
行
う
木
材
の
安
定
供
給
の
確

証
等
に
つ
き
保
険
を
行
う
こ
と
、
農
業
信
用
基
金
協
会
及
び
漁
業
信
用
基
金

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
木
材
安

協
会
の
業
務
に
必
要
な
資
金
を
融
通
す
る
こ
と
並
び
に
林
業
者
等
の
融
資
機

定
供
給
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
並
び
に

関
か
ら
の
林
業
（
林
業
種
苗
生
産
業
及
び
木
材
製
造
業
を
含
む
。
以
下
同
じ

農
業
信
用
基
金
協
会
及
び
漁
業
信
用
基
金
協
会
の
業
務
に
必
要
な
資
金
を
融

。
）
の
経
営
の
改
善
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ
等
に
係
る
債
務
を
保
証
す
る

通
す
る
こ
と
並
び
に
林
業
者
等
の
融
資
機
関
か
ら
の
林
業
（
林
業
種
苗
生
産

こ
と
に
よ
り
、
農
林
漁
業
経
営
等
に
必
要
な
資
金
の
融
通
を
円
滑
に
し
、
も

業
及
び
木
材
製
造
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
の
改
善
に
必
要
な
資

っ
て
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

金
の
借
入
れ
等
に
係
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
林
漁
業
経
営
等

に
必
要
な
資
金
の
融
通
を
円
滑
に
し
、
も
っ
て
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
出
資
者
に
対
す
る
持
分
の
払
戻
し
）

（
出
資
者
に
対
す
る
持
分
の
払
戻
し
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
信
用
基
金
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
ま
で

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
信
用
基
金
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
ま
で

は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
対

は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
対

し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
（
そ
の
者
が
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

一

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
（
そ
の
者
が
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る

森
林
組
合
等
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年

森
林
組
合
等
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年

法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
七
条
第
二
号
若
し
く
は
木
材
安
定
供
給
特
措
法

法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

第
十
六
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
で
あ
る
場
合
に
は

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
第
十

、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
第
十
三
条
第
二
項
に
規

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
林
業
者
等
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
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定
す
る
林
業
者
等
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
第

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
債
務
を
保
証
し
て
い

一
号
若
し
く
は
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
者

る
と
き

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
の
債
務
に
つ
き
そ
の
者
に
代
わ
っ
て

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
債
務
を
保
証
し
て
い
る
と

弁
済
を
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時

き

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
の
債
務
に
つ
き
そ
の
者
に
代
わ
っ
て
弁
済

を
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時

二

（
略
）

二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め

第
十
二
条

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め

、
次
の
業
務
を
行
う
。

、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
条
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
及
び
木
材
安
定

五

次
条
及
び
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と

る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

。
六

都
道
府
県
に
対
し
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

七
～
十
一

（
略
）

六
～
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
十
四
条

信
用
基
金
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
二

第
十
四
条

信
用
基
金
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
二

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ

る
業
務
（
保
険
契
約
の
締
結
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

る
業
務
（
保
険
契
約
の
締
結
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

の
一
部
を
前
条
第
四
項
第
一
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
委
託

の
一
部
を
前
条
第
四
項
第
一
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）

第
十
五
条

信
用
基
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し

第
十
五
条

信
用
基
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し

、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら

二

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
林
業

並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
林
業
信
用
保
証
業
務
」

信
用
保
証
業
務
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

三

第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

三

第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
漁
業
信
用
保
険
業
務
」
と
い
う
。
）

ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
漁
業
信
用
保
険
業
務
」
と
い
う
。
）

（
長
期
借
入
金
）

（
長
期
借
入
金
）

第
十
七
条

信
用
基
金
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号

第
十
七
条

信
用
基
金
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期

て
、
長
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
、
林
業
・
木

第
二
十
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
、
林
業
・
木

材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
、
木
材
安
定
供
給
特
措
法
又
は
中
小
漁
業
融
資
保

材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
又
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
を
施
行
す
る
た
め
必

証
法
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
信
用
基
金
か
ら
業

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
信
用
基
金
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（

務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
委

以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し

託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
受
託
者
の
事

報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
受
託
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の

務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
業
務
の
状
況
若
し
く

委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の

は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
証
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
）

（
保
証
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
）

第
四
十
三
条
の
二

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成

第
四
十
三
条
の
二

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
資
金

十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金

に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
（
当
該
借
入
金
の
管
理
又
は
使
用
に
伴
い

に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
（
当
該
借
入
金
の
管
理
又
は
使
用
に
伴
い

取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
そ
の
負
担
す
る
保
証
債
務
の
う
ち
漁
業
近

取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
そ
の
負
担
す
る
保
証
債
務
の
う
ち
漁
業
近

代
化
資
金
等
に
係
る
も
の
及
び
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
弁

代
化
資
金
等
に
係
る
も
の
及
び
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
弁

済
に
充
て
る
た
め
の
資
金
と
し
て
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
若
し
く
は
金
銭
信

済
に
充
て
る
た
め
の
資
金
と
し
て
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
若
し
く
は
金
銭
信

託
又
は
前
条
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

託
又
は
前
条
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
供
給
の
財
源
に

（
特
定
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
供
給
の
財
源
に

充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
等
）

充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
等
）

第
四
十
三
条
の
三

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
二

第
四
十
三
条
の
三

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
二

条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
そ
の

条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
そ
の

他
の
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て

他
の
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
（
当
該
金
銭
の
管
理
又
は
使
用
に

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
（
当
該
金
銭
の
管
理
又
は
使
用
に

伴
い
取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
の
方
法
に
よ
り

伴
い
取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
の
方
法
に
よ
り

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
特
例
）

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
特
例
）

第
百
九
十
六
条
の
十
一

漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政

第
百
九
十
六
条
の
十
一

漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政

法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
五
条
第
六
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第

法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
五
条
第
六
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第

二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第

十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第

十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
各
号

十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
各
号

に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
十
七
条
中
「

に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
十
七
条
中
「

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第

の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
並

十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
漁
業
災
害
補
償

び
に
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
又
は
中

関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
又
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
法

小
漁
業
融
資
保
証
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
又
は
漁
業

」
と
あ
る
の
は
「
、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
又
は
漁
業
災
害
補
償
法
」
と
す

災
害
補
償
法
」
と
す
る
。

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
不
動
産
等
の
価
額
）

（
不
動
産
等
の
価
額
）

第
十
条

別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
四
号
の
三
ま
で
に

第
十
条

別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る

掲
げ
る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
又
は
樹
木
採

不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
の
登
記
又
は
登
録

取
権
の
登
記
又
は
登
録
の
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
た
る
不
動
産
、
船
舶
、

の
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
た
る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共

ダ
ム
使
用
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
又
は
樹
木
採
取
権
（
以
下
こ
の
項
に
お

施
設
等
運
営
権
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
不
動
産
等
」
と
い
う
。
）
の
価

い
て
「
不
動
産
等
」
と
い
う
。
）
の
価
額
は
、
当
該
登
記
又
は
登
録
の
時
に

額
は
、
当
該
登
記
又
は
登
録
の
時
に
お
け
る
不
動
産
等
の
価
額
に
よ
る
。
こ

お
け
る
不
動
産
等
の
価
額
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産
等

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産
等
の
上
に
所
有
権
以
外
の
権
利
そ
の
他
処

の
上
に
所
有
権
以
外
の
権
利
そ
の
他
処
分
の
制
限
が
存
す
る
と
き
は
、
当
該

分
の
制
限
が
存
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
そ
の
他
処
分
の
制
限
が
な
い
も
の

権
利
そ
の
他
処
分
の
制
限
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
価
額
に
よ
る
。

と
し
た
場
合
の
価
額
に
よ
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
場
合
の
課
税
標
準
）

（
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
場
合
の
課
税
標
準
）

第
十
一
条

登
記
又
は
登
録
に
つ
き
債
権
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
登
録
免
許

第
十
一
条

登
記
又
は
登
録
に
つ
き
債
権
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
登
録
免
許

税
を
課
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
と
き
は
、
当
該
登

税
を
課
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
と
き
は
、
当
該
登

記
又
は
登
録
の
時
に
お
け
る
当
該
登
記
又
は
登
録
に
係
る
債
権
の
価
額
又
は

記
又
は
登
録
の
時
に
お
け
る
当
該
登
記
又
は
登
録
に
係
る
債
権
の
価
額
又
は

処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
る
不
動
産
、
動
産
、
立
木
、
工
場
財
団
、
鉱
業
財

処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
る
不
動
産
、
動
産
、
立
木
、
工
場
財
団
、
鉱
業
財

団
、
漁
業
財
団
、
港
湾
運
送
事
業
財
団
、
道
路
交
通
事
業
財
団
、
自
動
車
交

団
、
漁
業
財
団
、
港
湾
運
送
事
業
財
団
、
道
路
交
通
事
業
財
団
、
自
動
車
交

通
事
業
財
団
、
観
光
施
設
財
団
、
企
業
担
保
権
、
鉄
道
財
団
、
軌
道
財
団
、

通
事
業
財
団
、
観
光
施
設
財
団
、
企
業
担
保
権
、
鉄
道
財
団
、
軌
道
財
団
、

運
河
財
団
、
鉱
業
権
、
特
定
鉱
業
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
著
作
隣
接
権
、

運
河
財
団
、
鉱
業
権
、
特
定
鉱
業
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
著
作
隣
接
権
、

特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者

特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者

権
、
漁
業
権
、
入
漁
権
、
ダ
ム
使
用
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
又
は
樹
木
採

権
、
漁
業
権
、
入
漁
権
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る

取
権
に
関
す
る
権
利
（
以
下
第
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
「
不
動
産
等
に
関
す

権
利
（
以
下
第
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
「
不
動
産
等
に
関
す
る
権
利
」
と
い

る
権
利
」
と
い
う
。
）
の
価
額
を
も
つ
て
債
権
金
額
と
み
な
す
。

う
。
）
の
価
額
を
も
つ
て
債
権
金
額
と
み
な
す
。

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第

九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―

九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
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第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の

第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の

五
関
係
）

五
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認

課

税

標

準

税

率

課

税

標

準

税

率

可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

一
～
四
の
二

（
略
）

一
～
四
の
二

（
略
）

四
の
三

樹
木
採
取
権
の
登
録
（
樹
木
採
取
権
の
信
託
の
登
録
を
含
む

（
新
設
）

。
）

㈠

設
定
の
登
録

樹
木
採
取

千
分
の
一

権
の
価
額

㈡

移
転
の
登
録

イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る

樹
木
採
取

千
分
の
一

移
転
の
登
録

権
の
価
額

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の

樹
木
採
取

千
分
の
五

登
録

権
の
価
額

㈢

抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
、
競

債
権
金
額

千
分
の
四

売
、
強
制
管
理
若
し
く
は
担
保
不
動

又
は
極
度

産
収
益
執
行
に
係
る
差
押
え
、
仮
差

金
額

押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当
付
債
権
の

差
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限

の
登
録

㈣

抵
当
権
の
移
転
の
登
録

イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る

債
権
金
額

千
分
の
一

移
転
の
登
録

又
は
極
度

金
額

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の

債
権
金
額

千
分
の
二

登
録

又
は
極
度

金
額

㈤

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人

一
部
譲
渡

千
分
の
二

の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
録

又
は
分
割

後
の
共
有
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者
の
数
で

極
度
金
額

を
除
し
て

計
算
し
た

金
額

㈥

抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
録

抵
当
権
の

一
件
に
つ

件
数

き
千
円

㈦

信
託
の
登
録

イ

抵
当
権
の
信
託
の
登
録

債
権
金
額

千
分
の
二

又
は
極
度

金
額

ロ

抵
当
権
以
外
の
権
利
の
信
託
の

樹
木
採
取

千
分
の
一

登
録

権
の
価
額

㈧

付
記
登
録
、
仮
登
録
、
抹
消
し
た

樹
木
採
取

一
件
に
つ

登
録
の
回
復
の
登
録
又
は
登
録
の
更

権
の
件
数

き
千
円

正
若
し
く
は
変
更
の
登
録
（
こ
れ
ら

の
登
録
の
う
ち
㈠
か
ら
㈦
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

㈨

登
録
の
抹
消

樹
木
採
取

一
件
に
つ

権
の
件
数

き
千
円

五
～
百
六
十

（
略
）

五
～
百
六
十

（
略
）
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○

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
が
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
が
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場

合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法

合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法

の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
条
の
二
第
三

若
し
く
は
木
材
安
定
供

、
木
材
安
定
供
給
特
措

第
七
条
の
二
第
三

第
十
七
条
第
二
号
に
掲

第
十
七
条
第
二
号
若
し

項
第
一
号

給
特
措
法
第
十
六
条
第

法
第
十
六
条
第
二
号
ロ

項
第
一
号

げ
る
中
小
企
業
等
協
同

く
は
林
業
経
営
基
盤
の

二
号
ロ
に
掲
げ
る
中
小

若
し
く
は
林
業
経
営
基

組
合

強
化
等
の
促
進
の
た
め

企
業
等
協
同
組
合

盤
の
強
化
等
の
促
進
の

の
資
金
の
融
通
等
に
関

た
め
の
資
金
の
融
通
等

す
る
暫
定
措
置
法
（
昭

に
関
す
る
暫
定
措
置
法

和
五
十
四
年
法
律
第
五

（
昭
和
五
十
四
年
法
律

十
一
号
。
以
下
「
暫
定

第
五
十
一
号
。
以
下
「

措
置
法
」
と
い
う
。
）

暫
定
措
置
法
」
と
い
う

第
六
条
第
一
項
第
三
号

。
）
第
六
条
第
一
項
第

ロ
に
掲
げ
る
中
小
企
業

三
号
ロ
に
掲
げ
る
中
小

等
協
同
組
合

企
業
等
協
同
組
合

若
し
く
は
木
材
安
定
供

、
木
材
安
定
供
給
特
措

同
法
第
十
七
条
第
一
号

林
業
・
木
材
産
業
改
善

給
特
措
法
第
十
六
条
第

法
第
十
六
条
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
者

資
金
助
成
法
第
十
七
条

二
号
ハ
に
掲
げ
る
者

若
し
く
は
暫
定
措
置
法

第
一
号
若
し
く
は
暫
定

第
六
条
第
一
項
第
三
号

措
置
法
第
六
条
第
一
項

ハ
に
掲
げ
る
者

第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
二
号

第
十
二
条
第
一
項
第
五

第
十
二
条
第
一
項
第
五

第
十
五
条
第
二
号

第
十
二
条
第
一
項
第
五

第
十
二
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

号
及
び
第
六
号
並
び
に

号
に
掲
げ
る
業
務
及
び

号
及
び
暫
定
措
置
法
第

る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら

暫
定
措
置
法
第
六
条
第

こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

六
条
第
一
項
第
一
号
か
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に
附
帯
す
る
業
務
並
び

一
項
第
一
号
か
ら
第
三

並
び
に
同
条
第
三
項
に

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

に
同
条
第
三
項
に
規
定

号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

規
定
す
る
業
務

る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら

す
る
業
務

並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯

に
附
帯
す
る
業
務
並
び

す
る
業
務
並
び
に
第
十

に
第
十
二
条
第
三
項
に

二
条
第
三
項
に
規
定
す

規
定
す
る
業
務

る
業
務

第
十
七
条

第
十
二
条
第
一
項
第
四

第
十
二
条
第
一
項
第
四

第
十
七
条

第
十
二
条
第
一
項
第
四

第
十
二
条
第
一
項
第
四

号
、
第
六
号
及
び
第
十

号
、
第
六
号
及
び
第
十

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

号
及
び
第
九
号
並
び
に

号
に
掲
げ
る
業
務

号
並
び
に
暫
定
措
置
法

る
業
務

暫
定
措
置
法
第
六
条
第

第
六
条
第
一
項
第
一
号

一
項
第
一
号
及
び
第
二

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
業
務

業
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
破
産
管
財
人
の
権
限
）

（
破
産
管
財
人
の
権
限
）

第
七
十
八
条

（
略
）

第
七
十
八
条

（
略
）

２

破
産
管
財
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な

２

破
産
管
財
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

鉱
業
権
、
漁
業
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
、
特
許
権
、

二

鉱
業
権
、
漁
業
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、

実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者
権
、
著

意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者
権
、
著
作
権
又
は
著
作

作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
任
意
売
却

隣
接
権
の
任
意
売
却

三
～
十
五

（
略
）

三
～
十
五

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

（
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
二
百
六
条
の
五

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
償
還
金
、
一

第
二
百
六
条
の
五

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
償
還
金
、
一

時
借
入
金
の
利
子
並
び
に
借
り
換
え
た
一
時
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
の

時
借
入
金
の
利
子
並
び
に
借
り
換
え
た
一
時
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
の

財
源
に
充
て
る
た
め
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

財
源
に
充
て
る
た
め
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
年
度
の
国
有
林
野
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

該
年
度
の
国
有
林
野
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
を
い

六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
産
物
及
び
製
品
の
売
払
い
並
び
に

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
産
物
及
び
製
品
の
売
払
い
並
び
に

国
有
林
野
の
管
理
又
は
処
分
に
よ
る
収
入
額
並
び
に
同
法
第
八
条
の
五
第
三

国
有
林
野
の
管
理
又
は
処
分
に
よ
る
収
入
額
か
ら
、
当
該
売
払
い
及
び
管
理

項
に
規
定
す
る
権
利
設
定
料
及
び
同
法
第
八
条
の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る

又
は
処
分
の
た
め
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（

樹
木
料
の
収
入
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
売
払
い
及
び
管
理
又
は
処
分
の
た

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
繰
入
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
予
算
額
に
、
当
該

め
に
要
す
る
費
用
並
び
に
同
法
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取

年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
繰
入
相
当
額
の
決
算
額
で
ま
だ
国
有

権
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
た
め
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額
に
相

林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
て
い
な
い
額
を
加
算
し
、
又
は

当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
繰
入
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
予

当
該
予
算
額
か
ら
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
当
該
決
算
額
を
超
え

算
額
に
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
繰
入
相
当
額
の
決
算

て
同
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
一
般
会

額
で
ま
だ
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
て
い
な
い
額
を

計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

加
算
し
、
又
は
当
該
予
算
額
か
ら
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て
当
該

決
算
額
を
超
え
て
同
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金

額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る

も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文
目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

８

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

12

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

14

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

14

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

20

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

22

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

23

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

23

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

24

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

29

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

〇

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

29
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〇

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章
の
二

管
理
経
営
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
六
条
の
四
）

第
一
章
の
三

調
査
業
務
の
委
託
（
第
六
条
の
五
―
第
六
条
の
十
六
）

第
二
章

貸
付
け
、
使
用
及
び
売
払
い
（
第
七
条
―
第
八
条
の
四
）

第
三
章

分
収
造
林
（
第
九
条
―
第
十
七
条
）

第
四
章

分
収
育
林
（
第
十
七
条
の
二
―
第
十
七
条
の
六
）

第
五
章

共
用
林
野
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

附
則

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
有
林
野
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

国
の
所
有
に
属
す
る
森
林
原
野
で
あ
つ
て
、
国
に
お
い
て
森
林
経
営
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た
も
の

二

国
の
所
有
に
属
す
る
森
林
原
野
で
あ
つ
て
、
国
民
の
福
祉
の
た
め
の
考
慮
に
基
づ
き
森
林
経
営
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
り
、
国
有
財
産
法
第
三
条
第
三
項
の
普
通
財
産
と
な
つ

て
い
る
も
の
（
同
法
第
四
条
第
二
項
の
所
管
換
又
は
同
条
第
三
項
の
所
属
替
を
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
有
林
野
事
業
」
と
は
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
（
国
有
林
野
と
一
体
と
し
て
整
備
及
び
保
全
を
行
う
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
野
の
整
備
及

び
保
全
で
あ
つ
て
、
国
が
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
い
う
。

（
分
収
造
林
契
約
の
内
容
）

第
十
条

前
条
の
契
約
（
以
下
「
分
収
造
林
契
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

分
収
造
林
契
約
の
目
的
た
る
国
有
林
野
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
分
収
林
」
と
い
う
。
）
の
所
在
及
び
面
積

二

当
該
契
約
の
存
続
期
間

三

植
栽
（
人
工
下
種
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
べ
き
樹
種
及
び
本
数

四

植
栽
の
期
間
及
び
方
法

五

保
育
の
方
法

六

伐
採
の
時
期
及
び
方
法
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七

収
益
分
収
の
割
合

八

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
保
護
義
務
）

第
十
三
条

造
林
者
は
、
分
収
林
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

火
災
の
予
防
及
び
消
防

二

盗
伐
、
誤
伐
そ
の
他
の
加
害
行
為
の
予
防
及
び
防
止

三

有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
駆
除
及
び
そ
の
ま
ん
延
の
防
止

四

境
界
標
そ
の
他
の
標
識
の
保
存

（
分
収
造
林
契
約
の
解
除
）

第
十
七
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
分
収
造
林
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
造
林
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
契
約
に
定
め
ら
れ
た
植
栽
期
間
の
始
期
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
も
造
林
者
が
植
栽
に
着
手
し
な
い
と
き
。

二

当
該
契
約
に
定
め
ら
れ
た
植
栽
期
間
が
満
了
し
て
も
造
林
者
が
植
栽
を
完
了
し
て
い
な
い
と
き
。

三

植
栽
を
終
わ
つ
た
後
五
年
を
経
過
し
て
も
成
林
の
見
込
み
が
な
い
と
き
。

四

造
林
者
が
当
該
契
約
に
定
め
ら
れ
た
植
栽
、
保
育
又
は
伐
採
の
方
法
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。

五

造
林
者
が
第
十
三
条
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
を
怠
つ
た
と
き
。

六

造
林
者
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

造
林
者
が
そ
の
分
収
林
に
つ
き
罪
を
犯
し
た
と
き
。

２
～
５

（
略
）

〇

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
関
す
る
計
画
（
第
四
条
―
第
二
十
一
条
）

第
三
章

罰
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

附
則
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
森
林
資
源
の
状
況
か
ら
み
て
林
業
的
利
用
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
の
存
す
る
地
域
に
つ
い
て
、
木
材
の
生
産
の
安
定
及
び
流
通

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
し
、
も
っ
て
林
業
及
び
木
材
製
造
業
等
の
一
体
的
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
事
業
計
画
）

第
四
条

指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
又
は
収
益

を
す
る
者
（
以
下
「
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
事
業
者
又
は
そ
の

組
織
す
る
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
木
材
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し
て
、
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
（
こ
れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、
乾

燥
施
設
そ
の
他
の
木
材
の
生
産
又
は
流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図
る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定

供
給
確
保
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
指
定
地
域
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
（
第
三
項

第
二
号
ハ
の
事
業
所
又
は
同
号
ニ
の
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
が
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
。
以
下
「
都
道
府

県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
森
林
所
有
者
等
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
と
の
安
定
的
な
取
引
関
係
に
基
づ
き
行
う
立
木
の
伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
の
効
率
化
、
木
材
の
需

要
の
開
拓
そ
の
他
の
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
促
進
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
他
の
森
林
所
有
者
の
組
織
す
る
団
体

二

素
材
生
産
業
若
し
く
は
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
又
は
木
材
取
引
の
た
め
に
開
設
さ
れ
る
市
場
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
開
設
す
る
者

三

前
号
に
掲
げ
る
者
の
組
織
す
る
団
体

３

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
目
標

二

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
促
進
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
実
施
時
期

イ

取
引
関
係
に
関
す
る
事
項

ロ

森
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
（
森
林
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
他
の
森
林
と
の
区
別
、

伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

ハ

木
材
利
用
事
業
者
等
の
事
業
所
で
あ
っ
て
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
の
引
取
り
を
行
う
も
の
の
所
在
地

ニ

木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
所
在
地
、
種
類
及
び
規
模

ホ

促
進
措
置
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
促
進
措
置
の
内
容
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法

四

森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
（
以
下
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
同
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
保
安
林
並
び
に
保
安
施
設
地
区
（
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
及
び
海
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岸
保
全
区
域
（
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
森
林
以
外
の
森
林
に
お
い
て
木

材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
行
為
（
以
下
「
開
発
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
施
設
の
配
置
及
び
構
造

五

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
作
業
路
網
等
（
作
業
路
網
そ
の
他
の
伐
採
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
三
十
四
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「
形
質
変
更
等
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
業
路
網

等
の
配
置
及
び
構
造

４

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
業
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
が
森
林
所
有
者
等
か
ら
木
材
利
用
事
業
者
等
に
対
す
る
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
事
業
計
画
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
が
地
域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計
画
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
伐
採
に
つ
い
て
、
当
該
保
安
林
に
係
る
森
林
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（

同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
業
要
件
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
項
（
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
第
九
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
施
業
要
件
」
と
い
う
。
）
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
で
あ
っ
て
保
安
林
並
び
に
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
以
外
の
森
林
に
お
い
て
木
材
生
産
流
通
改

善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
作
業
路
網
等
を
整
備
す
る
た
め
に
形
質
変
更
等
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
形
質
変
更
等
行
為
に
つ
い
て

、
当
該
保
安
林
の
指
定
の
目
的
の
達
成
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
立
木
の

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び

関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
森
林
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
及

び
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
九
項
第
一
号
及
び
第
十
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

当
該
保
安
林

二

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
森
林
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三

第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
作
業
路
網
等
の
用
に
供
さ
れ
る
保
安
林

８

農
林
水
産
大
臣
は
、
保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
及
び
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項

の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
保
安
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
七
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
関
す
る
事
項

当
該
伐
採
が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
第
四
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
の
開
発
行
為
が
森
林
法
第
十
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

三

第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

当
該
作
業
路
網
等
を
整
備
す
る
た
め
の
形
質
変
更
等
行
為
が
当
該
保
安
林
の
指
定
の
目
的
の
達
成
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
七
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に

10
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
（

11
農
林
水
産
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該

市
町
村
の
長
）
に
当
該
認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
等
が
森
林
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

12
農
林
水
産
大
臣
に
第
一
項
の
認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
画
の
変
更
等
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
計
画
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
事
業
計
画
」
と
い

う
。
）
が
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
係
る
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
四
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
計
画
の
認
定
の
特
例
）
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第
六
条

国
が
森
林
所
有
者
と
し
て
加
わ
っ
て
事
業
計
画
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
計

画
に
つ
い
て
国
が
都
道
府
県
知
事
等
と
協
議
し
、
そ
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
第
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

第
四
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
伐
採
の
届
出
の
特
例
）

第
七
条

認
定
事
業
者
が
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
立

木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
二
項
中
「
森
林
所
有
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
等
」
と
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
」
と
あ
る
の
は

「
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
計
画
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
の
特
例
）

第
九
条

森
林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
又
は
森
林
所
有
者
か
ら
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
森
林
所
有
者
等
」
と

い
う
。
）
が
、
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
当
該
認
定
に
係
る
森
林
経
営
計
画
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、

当
該
認
定
森
林
所
有
者
等
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
認
定
森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
の
長
（
同
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
森
林
経
営
計
画
の

変
更
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
認
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
請
求
を
し
た
森
林
経
営
計
画
（
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
以
外
の
区
域
内
に
存
す
る
森
林
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
森
林
法
第
十
二
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
」
と
、
「
変
更

が
適
当
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
が
適
当
で
あ
る
」
と
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
森
林
生
産
の
保
続
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
」
と
あ
る
の
は
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
一
項
の
指
定
地
域
に
お
け
る
森
林
の
林
業
的
利

用
の
合
理
化
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
請
求
を
し
た
森
林
経
営
計
画
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
二
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

は
、
「
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

市
町
村
の
長
は
、
認
定
森
林
所
有
者
等
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
森
林
経
営
計
画
の
変
更
の
認
定
の
請
求
を
せ
ず
、
又
は
請
求
し
た
が
当
該
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
に
係
る
森
林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
特
例
）

第
十
五
条

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
で
あ
っ
て
、
認
定
事
業
者
が
認
定

事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
の
に
必
要
な
も
の
の
償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
。
）
は
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
年
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を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。

（
森
林
組
合
等
の
事
業
の
利
用
の
特
例
）

第
十
六
条

森
林
組
合
は
、
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
組

合
員
の
た
め
の
事
業
計
画
の
作
成
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

森
林
組
合
は
、
森
林
組
合
法
第
九
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
員
の
た
め
に
す
る
事
業
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
森
林
所
有
者
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

森
林
組
合
は
、
森
林
組
合
法
第
九
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
合
員
の
た
め
に
す
る
事
業
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
定
款
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ
る
組
合
員
が
そ
の
森
林
所
有
者
で
あ
る
森
林
と
一
体
と
し
て
伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
（
当
該
森
林
組
合
の
地
区
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
同
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
に
、
同
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
（
木

材
の
運
搬
、
加
工
、
保
管
又
は
販
売
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

森
林
組
合
連
合
会
は
、
森
林
組
合
法
第
百
一
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
員
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
所
属
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
た
め
に
す
る
事
業
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ
る
所
属
員
が
そ
の

森
林
所
有
者
で
あ
る
森
林
と
一
体
と
し
て
伐
採
及
び
木
材
の
搬
出
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
（
当
該
森
林
組
合
連
合
会
の
地
区
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
同
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
に
、
同
法
第
百
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
（
木
材
の
運
搬
、
加
工
、
保
管
又
は
販
売
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
利
用
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
配
慮
）

第
十
八
条

国
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
、
国
有
林
野
事
業
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
有
林
野
事
業
を
い
う
。
）
に
お
け
る
木
材
の
供
給
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
金
の
確
保
）

第
十
九
条

国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
及
び
助
言
）

第
二
十
条

国
及
び
都
道
府
県
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
一
条

都
道
府
県
知
事
等
は
、
そ
の
認
定
に
係
る
認
定
事
業
者
に
対
し
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
十
三
条

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
又
は
法
人
若
し
く
は

人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
員
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、

同
条
の
刑
を
科
す
る
。

２

法
人
で
な
い
団
体
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
、
そ
の
訴
訟
行
為
に
つ
き
法
人
で
な
い
団
体
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被

告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
信
用
基
金
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
農
業
信
用
基
金
協
会
が
行
う
農
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の
保
証
、
漁
業
信
用
基
金
協

会
が
行
う
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
に
つ
き
保
険
を
行
う
こ
と
、
農
業
信
用
基
金
協
会
及
び
漁
業
信
用
基
金
協
会
の
業
務
に
必
要
な
資
金
を
融
通
す
る
こ
と
並
び

に
林
業
者
等
の
融
資
機
関
か
ら
の
林
業
（
林
業
種
苗
生
産
業
及
び
木
材
製
造
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
の
改
善
に
必
要
な
資
金
の
借
入
れ
等
に
係
る
債
務
を
保
証
す
る
こ

と
に
よ
り
、
農
林
漁
業
経
営
等
に
必
要
な
資
金
の
融
通
を
円
滑
に
し
、
も
っ
て
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

信
用
基
金
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
農
業
共
済
団
体
等
が
行
う
共
済
事
業
等
に
係
る
共
済
金
等

の
支
払
等
に
関
し
て
必
要
と
す
る
資
金
の
貸
付
け
等
の
業
務
を
行
い
、
及
び
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
に
基
づ
き
、
漁
業
共
済
団
体
が
行
う
漁
業

共
済
事
業
等
に
係
る
共
済
金
等
の
支
払
に
関
し
て
必
要
と
す
る
資
金
の
貸
付
け
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

政
府
並
び
に
政
府
及
び
都
道
府
県
以
外
の
者
は
、
第
二
項
の
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
信
用
基
金
に
出
資
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
そ

れ
ぞ
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
示
す
も
の
と
す
る
。
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（
出
資
者
に
対
す
る
持
分
の
払
戻
し
）

第
七
条
の
二

林
業
信
用
保
証
業
務
に
係
る
政
府
及
び
都
道
府
県
以
外
の
出
資
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
出
資
者
」
と
い
う
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
信

用
基
金
に
対
し
、
そ
の
持
分
（
林
業
信
用
保
証
業
務
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
し
て
さ
れ
た
出
資
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
払
戻
し
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

信
用
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
当
該
請
求
に
係
る
持
分
に
係
る
出
資
額
を

超
え
る
と
き
は
、
当
該
出
資
額
に
相
当
す
る
金
額
）
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
払
戻
し
を
請
求
さ
れ
た
持
分
を
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
払
い
戻
す
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
一
事
業
年
度
に
お
け
る
払
戻
し
の
総
額
は
、
林
業
信
用
保
証
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
信
用
基
金
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
ま
で
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を
し
た
出
資
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
（
そ
の
者
が
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
森
林
組
合
等
又
は
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
七

条
第
二
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
林
業
者
等
又
は
同
法
第
十
七
条

第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
債
務
を
保
証
し
て
い
る
と
き

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
の
債
務
に
つ
き
そ
の
者
に
代
わ
っ
て
弁
済
を
し
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時

二

信
用
基
金
が
当
該
出
資
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
債
務
を
弁
済
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
者
に
対
し
て
求
償
権
を
有
し
て
い
る
と
き

当
該
求
償
権
に
係
る
債
務
が
完
済
さ
れ
た
時

４

信
用
基
金
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
戻
し
を
し
た
と
き
は
、
信
用
基
金
の
資
本
金
（
林
業
信
用
保
証
業
務
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
し
て
さ
れ
た
出
資
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
払
戻
し
を
し
た
持
分
に
係
る
出
資
額
に
つ
い
て
は
、
信
用
基
金
に
対
す
る
出
資
者
か
ら
の
出
資
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
信
用

基
金
は
、
そ
の
額
に
よ
り
資
本
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
三
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
証
保
険
を
行
う
こ
と
。

二

農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
三
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
融
資
保
険
を
行
う
こ
と
。

三

農
業
信
用
基
金
協
会
の
農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
保
証
債
務
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
証
債
務
の

額
を
増
大
す
る
た
め
に
必
要
な
原
資
と
な
る
べ
き
資
金
並
び
に
そ
の
履
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

四

農
業
信
用
基
金
協
会
に
対
し
農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

五

次
条
及
び
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

六

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
三
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
証
保
険
を
行
う
こ
と
。

七

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
三
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
融
資
保
険
を
行
う
こ
と
。

八

漁
業
信
用
基
金
協
会
の
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
保
証
債
務
及
び
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
証
債
務
の
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額
を
増
大
す
る
た
め
に
必
要
な
原
資
と
な
る
べ
き
資
金
並
び
に
そ
の
履
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

九

漁
業
信
用
基
金
協
会
に
対
し
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
農
業
保
険
法
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
（
以
下
「
農
業
保
険
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
九
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
そ
の
他
必
要
な

事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
保
険
法
及
び
漁
業
災
害
補
償
法
で
定
め
る
。

３

信
用
基
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

信
用
基
金
は
、
次
に
掲
げ
る
資
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
当
該
出
資
者
で
あ
る
林
業
者
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
森
林
組
合
等
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
林
業
者
等
を
含
む
。
）
が
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
（
当
該
政
令
で
定
め
る
資
金
に
充
て
る
た
め
手
形
の
割
引
を
受
け
る

こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

出
資
者
で
あ
る
林
業
者
等
（
そ
の
者
が
森
林
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
林
業
者
等
を
含
む
。
）
が
そ
の
林
業
の
経
営
の
た
め
に
必
要
と

す
る
資
金
で
当
該
経
営
の
改
善
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

出
資
者
で
あ
る
森
林
組
合
等
が
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
林
業
者
等
に
対
し
そ
の
林
業
の
経
営
に
必
要
な
資
金
で
当
該
経
営
の
改
善
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
貸
し
付
け
る
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金

三

出
資
者
で
あ
る
森
林
組
合
等
が
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
林
業
者
等
に
そ
の
林
業
の
経
営
に
必
要
な
資
材
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金

２

前
項
の
「
林
業
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

林
業
を
営
む
者
（
会
社
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
も
の
及
び
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
、
個
人
に
あ
っ
て
は

、
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二

森
林
組
合
、
生
産
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
並
び
に
林
業
を
営
む
者
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協

同
組
合
連
合
会

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
者
が
主
た
る
構
成
員
又
は
出
資
者
と
な
っ
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の

３

第
一
項
の
「
森
林
組
合
等
」
と
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

４

第
一
項
の
「
融
資
機
関
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一

農
林
中
央
金
庫

二

森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
森
林
組
合
で
政
令
で
定
め
る
も
の

三

森
林
組
合
法
第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
森
林
組
合
連
合
会

四

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
事
業
協
同
組
合
で
政
令
で
定
め
る
も
の

五

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
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六

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

七

銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
業
務
の
委
託
）

第
十
四
条

信
用
基
金
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
保
険
契
約
の
締

結
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
を
前
条
第
四
項
第
一
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

信
用
基
金
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
債
務
の
保
証
の
決
定
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
を

融
資
機
関
（
前
条
第
一
項
の
融
資
機
関
を
い
う
。
）
又
は
債
権
回
収
会
社
（
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
債
権
回
収
会
社
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
者
（
債
権
回
収
会
社
を
除
く
。
）
は
、
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
委
託
を
受
け
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
区
分
経
理
）

第
十
五
条

信
用
基
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
農
業
信
用
保
険
業
務
」
と
い
う
。
）

二

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
林
業
信
用
保
証
業
務
」
と
い
う
。
）

三

第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
漁
業
信
用
保
険
業
務
」
と
い
う
。
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
六
条

信
用
基
金
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度

に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主

務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
長
期
借
入
金
）

第
十
七
条

信
用
基
金
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
条

主
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
、
農
業
信
用
保
証
保
険
法
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
又
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
信
用
基
金
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
受
託
者
の
事
務

所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
関
し
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
出
資
者
原
簿
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

出
資
者
原
簿
に
は
、
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
出
資
ご
と
に
、
各
出
資
者
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

出
資
の
引
受
け
及
び
出
資
金
の
払
込
み
の
年
月
日
又
は
出
資
者
の
持
分
の
移
転
の
年
月
日

三

出
資
額

３

（
略
）

（
残
余
財
産
の
分
配
）

第
二
十
三
条

信
用
基
金
は
、
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
を
弁
済
し
て
な
お
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
財
産
の
額
の
う
ち
、
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務

に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

〇

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
業
務
）

第
四
条

協
会
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

（
略
）

二

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
又
は
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
の
委
託
（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
あ
つ
て
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
又
は
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が

中
小
漁
業
者
等
の
当
該
借
入
れ
に
よ
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
の
そ
の
保
証
債
務
（
以
下
「
特
定
債
務
」
と
い
う
。
）
の
保
証
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三

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
同
項
の
改
善
計
画
に
従
つ
て
漁
業
経
営
の
改

善
の
た
め
の
措
置
を
行
う
中
小
漁
業
者
等
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
中
小
漁
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
協
会
の
区
域
内
に
住
所
又
は
事
業
場
を
有
す
る
も
の
に
対
し
そ
の

経
営
の
改
善
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
金
融
機
関
に
対
す
る
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
供
給

四

（
略
）

２

（
略
）

（
基
金
）

第
四
十
三
条

協
会
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
出
資
金
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
及
び
協
会
の
負
担
す
る
保
証
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て

都
道
府
県
そ
の
他
の
団
体
か
ら
交
付
さ
れ
た
金
銭
（
借
入
金
を
除
く
。
）
を
、
そ
の
負
担
す
る
保
証
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
の
基
金
と
し
て
、
次
の
方
法
に
よ
り
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
協
会
が
保
証
債
務
の
弁
済
（
次
条
第
一
項
の
資
金
そ
の
他
の
借
入
れ
に
係
る
資
金
を
も
つ
て
行
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基

金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
支
払
を
受
け
た
保
険
金
及
び
当
該
弁
済
に
よ
つ
て
得
た
求
償
権
（
当
該
弁
済
を
し
た
日
以
後
の
利
息
及
び
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
費
用
そ
の
他
の
損
害
の
賠
償
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
行
使
に
よ
り
取
得
し
た
金
銭
（
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
信
用
基
金
へ
の
納
付
金
に
対
応
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
又
は
主
務
大
臣
の
定
め
る
有
価
証
券
の
保
有

（
保
証
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
）

第
四
十
三
条
の
二

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の

借
入
金
（
当
該
借
入
金
の
管
理
又
は
使
用
に
伴
い
取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
そ
の
負
担
す
る
保
証
債
務
の
う
ち
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
も
の
及
び
第
四
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
の
弁
済
に
充
て
る
た
め
の
資
金
と
し
て
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
若
し
く
は
金
銭
信
託
又
は
前
条
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
資
金
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
証
債
務
の
弁
済
及
び
同
項
の
借
入
金
の
償
還
に
充
て
る
場
合
の
ほ
か
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
中
小
漁
業
者
等
に
対
す
る
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
供
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
等
）

第
四
十
三
条
の
三

協
会
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
信
用
基
金
か
ら
の
借
入
金
そ
の
他
の
第
四
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
交
付
さ
れ
た
金
銭
（
当
該
金
銭
の
管
理
又
は
使
用
に
伴
い
取
得
し
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
、
金
融
機
関
へ

の
預
金
の
方
法
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
金
銭
は
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
及
び
前
項
の
借
入
金
の
償
還
に
充
て
る
場
合
の
ほ
か
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
り
、
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

99



- 14 -

〇

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
特
例
）

第
百
九
十
六
条
の
十
一

漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
五
条
第
六
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第

十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と

あ
る
の
は
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
十
七
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
中
「
又
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
小
漁

業
融
資
保
証
法
又
は
漁
業
災
害
補
償
法
」
と
す
る
。

２

漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

〇

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
不
動
産
等
の
価
額
）

第
十
条

別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
の
登
記
又
は
登
録
の
場
合
に
お
け
る
課
税
標

準
た
る
不
動
産
、
船
舶
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
不
動
産
等
」
と
い
う
。
）
の
価
額
は
、
当
該
登
記
又
は
登
録
の
時
に
お
け
る
不
動
産

等
の
価
額
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産
等
の
上
に
所
有
権
以
外
の
権
利
そ
の
他
処
分
の
制
限
が
存
す
る
と
き
は
、
当
該
権
利
そ
の
他
処
分
の
制
限
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
の
価
額
に
よ
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
登
記
又
は
登
録
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
記
又
は
登
録
が
別
表
第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
不
動
産
又
は
船
舶
の
所
有
権
の
持
分
の
取
得
に
係

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
動
産
又
は
船
舶
の
価
額
は
、
当
該
不
動
産
又
は
船
舶
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
価
額
に
当
該
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
所
有
権
以
外
の
権
利
の
持
分
の
取
得
に
係
る
登
記
又
は
登
録
に
つ
い
て
の
課
税
標
準
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
場
合
の
課
税
標
準
）

第
十
一
条

登
記
又
は
登
録
に
つ
き
債
権
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
登
録
免
許
税
を
課
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
債
権
金
額
が
な
い
と
き
は
、
当
該
登
記
又
は
登
録
の
時
に
お
け

る
当
該
登
記
又
は
登
録
に
係
る
債
権
の
価
額
又
は
処
分
の
制
限
の
目
的
と
な
る
不
動
産
、
動
産
、
立
木
、
工
場
財
団
、
鉱
業
財
団
、
漁
業
財
団
、
港
湾
運
送
事
業
財
団
、
道
路
交
通

事
業
財
団
、
自
動
車
交
通
事
業
財
団
、
観
光
施
設
財
団
、
企
業
担
保
権
、
鉄
道
財
団
、
軌
道
財
団
、
運
河
財
団
、
鉱
業
権
、
特
定
鉱
業
権
、
著
作
権
、
出
版
権
、
著
作
隣
接
権
、
特

許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者
権
、
漁
業
権
、
入
漁
権
、
ダ
ム
使
用
権
又
は
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
権
利
（
以
下
第
十
四
条
ま
で

に
お
い
て
「
不
動
産
等
に
関
す
る
権
利
」
と
い
う
。
）
の
価
額
を
も
つ
て
債
権
金
額
と
み
な
す
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
不
動
産
等
に
関
す
る
権
利
の
価
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条

、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
五
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

課

税

標

準

税

率

一

不
動
産
の
登
記
（
不
動
産
の
信
託
の
登
記
を
含
む
。
）

（
注
）
こ
の
号
に
お
い
て
「
不
動
産
」
と
は
、
土
地
及
び
建
物
並
び
に
立
木
に
関
す
る
法
律
（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
立

木
を
い
う
。

所
有
権
の
保
存
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
四

（一）

所
有
権
の
移
転
の
登
記

（二）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
四

ロ

共
有
物
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
四

ハ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二
十

地
上
権
、
永
小
作
権
、
賃
借
権
又
は
採
石
権
の
設
定
、
転
貸
又
は
移
転
の
登
記

（三）
イ

設
定
又
は
転
貸
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
十

ロ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

ハ

共
有
に
係
る
権
利
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

ニ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
十

地
役
権
の
設
定
の
登
記

承
役
地
の
不
動
産
の
個
数

一
個
に
つ
き
千
五
百

（四）

円

先
取
特
権
の
保
存
、
質
権
若
し
く
は
抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
、
担
保
不
動
産
競
売
（
そ
の
例
に
よ
る
競

債
権
金
額
、
極
度
金
額
又
は
不
動

千
分
の
四

（五）
売
を
含
む
。
以
下
単
に
「
競
売
」
と
い
う
。
）
、
強
制
管
理
若
し
く
は
担
保
不
動
産
収
益
執
行
に
係
る
差
押
え

産
工
事
費
用
の
予
算
金
額

、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当
付
債
権
の
差
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限
の
登
記

先
取
特
権
、
質
権
又
は
抵
当
権
の
移
転
の
登
記

（六）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
記

一
部
譲
渡
又
は
分
割
後
の
共
有
者

千
分
の
二

（七）

の
数
で
極
度
金
額
を
除
し
て
計
算

し
た
金
額
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抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
記

抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（八）

賃
借
権
の
先
順
位
抵
当
権
に
優
先
す
る
同
意
の
登
記

賃
借
権
及
び
抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（九）

信
託
の
登
記

（十）
イ

所
有
権
の
信
託
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
四

ロ

先
取
特
権
、
質
権
又
は
抵
当
権
の
信
託
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

ハ

そ
の
他
の
権
利
の
信
託
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

相
続
財
産
の
分
離
の
登
記

イ

所
有
権
の
分
離
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
四

ロ

所
有
権
以
外
の
権
利
の
分
離
の
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

仮
登
記

イ

所
有
権
の
保
存
の
仮
登
記
又
は
保
存
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

ロ

所
有
権
の
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

（１）

共
有
物
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

（２）

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
十

（３）
ハ

地
上
権
、
永
小
作
権
、
賃
借
権
若
し
く
は
採
石
権
の
設
定
、
転
貸
若
し
く
は
移
転
の
仮
登
記
又
は
設
定
、

転
貸
若
し
く
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

設
定
若
し
く
は
転
貸
の
仮
登
記
又
は
設
定
若
し
く
は
転
貸
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
五

（１）

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
一

（２）

共
有
に
係
る
権
利
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
一

（３）

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
五

（４）
ニ

信
託
の
仮
登
記
又
は
信
託
の
設
定
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

所
有
権
の
信
託
の
仮
登
記
又
は
信
託
の
設
定
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

（１）

先
取
特
権
、
質
権
若
し
く
は
抵
当
権
の
信
託
の
仮
登
記
又
は
信
託
の
設
定
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
一

（２）
仮
登
記

そ
の
他
の
権
利
の
信
託
の
仮
登
記
又
は
信
託
の
設
定
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
一

（３）
ホ

相
続
財
産
の
分
離
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

所
有
権
の
分
離
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
二

（１）

所
有
権
以
外
の
権
利
の
分
離
の
仮
登
記
又
は
移
転
の
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

不
動
産
の
価
額

千
分
の
一

（２）
ヘ

そ
の
他
の
仮
登
記

不
動
産
の
個
数

一
個
に
つ
き
千
円
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所
有
権
の
登
記
の
あ
る
不
動
産
の
表
示
の
変
更
の
登
記
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

土
地
の
分
筆
又
は
建
物
の
分
割
若
し
く
は
区
分
に
よ
る
登
記
事
項
の
変
更
の
登
記

分
筆
又
は
分
割
若
し
く
は
区
分
後

一
個
に
つ
き
千
円

の
不
動
産
の
個
数

ロ

土
地
の
合
筆
又
は
建
物
の
合
併
に
よ
る
登
記
事
項
の
変
更
の
登
記

合
筆
又
は
合
併
後
の
不
動
産
の
個

一
個
に
つ
き
千
円

数

付
記
登
記
、
抹
消
さ
れ
た
登
記
の
回
復
の
登
記
又
は
登
記
事
項
の
更
正
若
し
く
は
変
更
の
登
記
（
こ
れ
ら
の

不
動
産
の
個
数

一
個
に
つ
き
千
円

登
記
の
う
ち
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
土
地
又
は
建
物
の
表
示
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（一）

登
記
の
抹
消
（
土
地
又
は
建
物
の
表
題
部
の
登
記
の
抹
消
を
除
く
。
）

不
動
産
の
個
数

一
個
に
つ
き
千
円

（
同
一
の
申
請
書
に
よ
り
二
十
個
を
超
え
る
不
動
産
に
つ

い
て
登
記
の
抹
消
を
受
け
る
場
合
に
は
、
申
請
件
数
一
件

に
つ
き
二
万
円
）

二

船
舶
の
登
記
（
船
舶
の
信
託
の
登
記
を
含
む
。
）

所
有
権
の
保
存
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
四

（一）

所
有
権
の
移
転
の
登
記

（二）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
四

ロ

遺
贈
、
贈
与
そ
の
他
無
償
名
義
に
よ
る
移
転
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
二
十

ハ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
二
十
八

委
付
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
四

（三）

賃
借
権
の
設
定
、
転
貸
又
は
移
転
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
一
・
五

（四）

抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
若
し
く
は
競
売
に
係
る
差
押
え
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当
付
債
権
の
差

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
四

（五）
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限
の
登
記

抵
当
権
の
移
転
の
登
記

（六）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
記

一
部
譲
渡
又
は
分
割
後
の
共
有
者

千
分
の
二

（七）

の
数
で
極
度
金
額
を
除
し
て
計
算

し
た
金
額
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抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
記

抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（八）

賃
借
権
の
先
順
位
抵
当
権
に
優
先
す
る
同
意
の
登
記

賃
借
権
及
び
抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（九）

信
託
の
登
記

（十）
イ

所
有
権
の
信
託
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
四

ロ

抵
当
権
の
信
託
の
登
記

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

ハ

そ
の
他
の
権
利
の
信
託
の
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
一
・
五

仮
登
記

イ

所
有
権
の
移
転
の
仮
登
記
又
は
所
有
権
の
移
転
請
求
権
の
保
全
の
た
め
の
仮
登
記

船
舶
の
価
額

千
分
の
四

ロ

そ
の
他
の
仮
登
記

船
舶
の
隻
数

一
隻
に
つ
き
二
千
円

付
記
登
記
、
抹
消
さ
れ
た
登
記
の
回
復
の
登
記
又
は
登
記
事
項
の
更
正
若
し
く
は
変
更
の
登
記
（
こ
れ
ら
の

船
舶
の
隻
数

一
隻
に
つ
き
千
円

登
記
の
う
ち

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（一）

登
記
の
抹
消

船
舶
の
隻
数

一
隻
に
つ
き
千
円

三

（
略
）

四

ダ
ム
使
用
権
の
登
録
（
ダ
ム
使
用
権
の
信
託
の
登
録
を
含
む
。
）

設
定
の
登
録

ダ
ム
使
用
権
の
価
額

千
分
の
一

（一）

移
転
の
登
録

（二）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

ダ
ム
使
用
権
の
価
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

ダ
ム
使
用
権
の
価
額

千
分
の
五

抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
、
競
売
、
強
制
管
理
若
し
く
は
担
保
不
動
産
収
益
執
行
に
係
る
差
押
え
、
仮
差

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
四

（三）
押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当
付
債
権
の
差
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限
の
登
録

抵
当
権
の
移
転
の
登
録

（四）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
録

一
部
譲
渡
又
は
分
割
後
の
共
有
者

千
分
の
二

（五）

の
数
で
極
度
金
額
を
除
し
て
計
算

し
た
金
額

抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
録

抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（六）
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信
託
の
登
録

（七）
イ

抵
当
権
の
信
託
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

ロ

抵
当
権
以
外
の
権
利
の
信
託
の
登
録

ダ
ム
使
用
権
の
価
額

千
分
の
一

付
記
登
録
、
仮
登
録
、
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
登
録
又
は
登
録
の
更
正
若
し
く
は
変
更
の
登
録
（
こ
れ
ら

ダ
ム
使
用
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（八）
の
登
録
の
う
ち

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（一）

（七）

登
録
の
抹
消

ダ
ム
使
用
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（九）
四
の
二

公
共
施
設
等
運
営
権
の
登
録
（
公
共
施
設
等
運
営
権
の
信
託
の
登
録
を
含
む
。
）

設
定
の
登
録

公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
額

千
分
の
一

（一）

移
転
の
登
録

（二）
イ

法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
額

千
分
の
一

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
額

千
分
の
五

抵
当
権
の
設
定
、
強
制
競
売
、
競
売
、
強
制
管
理
若
し
く
は
担
保
不
動
産
収
益
執
行
に
係
る
差
押
え
、
仮
差

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
四

（三）
押
え
、
仮
処
分
又
は
抵
当
付
債
権
の
差
押
え
そ
の
他
権
利
の
処
分
の
制
限
の
登
録

抵
当
権
の
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
一

（四）
イ

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
る
移
転
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

ロ

そ
の
他
の
原
因
に
よ
る
移
転
の
登
録

根
抵
当
権
の
一
部
譲
渡
又
は
法
人
の
分
割
に
よ
る
移
転
の
登
録

一
部
譲
渡
又
は
分
割
後
の
共
有
者

千
分
の
二

（五）

の
数
で
極
度
金
額
を
除
し
て
計
算

し
た
金
額

抵
当
権
の
順
位
の
変
更
の
登
録

抵
当
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（六）

信
託
の
登
録

（七）
イ

抵
当
権
の
信
託
の
登
録

債
権
金
額
又
は
極
度
金
額

千
分
の
二

ロ

抵
当
権
以
外
の
権
利
の
信
託
の
登
録

公
共
施
設
等
運
営
権
の
価
額

千
分
の
一

付
記
登
録
、
仮
登
録
、
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
登
録
又
は
登
録
の
更
正
若
し
く
は
変
更
の
登
録
（
こ
れ
ら

公
共
施
設
等
運
営
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（八）
の
登
録
の
う
ち

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（一）

（七）

登
録
の
抹
消

公
共
施
設
等
運
営
権
の
件
数

一
件
に
つ
き
千
円

（九）
五
～
百
六
十

（
略
）
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〇

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業
務
の
特
例
等
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
二
条
に

規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
二
項
第
三
号
の
措
置
（
造
林
に
つ
い
て
の
措
置
で
あ
つ
て
森
林
施
業
の
合
理
化
に
寄
与
す
る
も
の
と

し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
又
は
林
業
経
営
の
維
持
に
つ
い
て
の
措
置
で
あ
つ
て
森
林
法
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
に
係
る
森
林
経
営
計
画
に
従
つ
て

施
業
を
行
う
の
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
長
期
か
つ
無
利
子
の
資
金
の
融
通
を
行
う
こ
と
。

二

第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
二
項
第
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
（
林
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
等

の
林
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
関
連
事
業
者
又
は
関
連
事
業
者
の
組
織
す
る
団
体
を
除
く
。

）
が
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
場
合
に
こ
れ
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
供
給
の
事
業
を
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
都
道
府
県
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
。

三

信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
者
（
そ
の
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
ハ
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
で
第
四
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
、
当
該
認
定
に
係
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
第
十
三

条
第
一
項
の
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
（
当
該
資
金
に
充
て
る
た
め
手
形
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
を
保
証

す
る
こ
と
。

イ

森
林
組
合
又
は
森
林
組
合
連
合
会
で
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
又
は
市
場
開
設
者
（
以
下
「
木
材
卸
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

ロ

木
材
卸
売
業
者
等
（
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

ハ

木
材
卸
売
業
者
等

四

前
三
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

２

信
用
基
金
は
、
前
項
第
一
号
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
総
称
す
る
。
）
と
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ

る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
に
従
い
そ
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

信
用
基
金
は
、
公
庫
に
対
し
、
前
項
第
一
号
の
融
通
に
必
要
な
資
金
を
無
利
子
で
寄
託
す
る
こ
と
。

二

公
庫
は
、
信
用
基
金
が
推
薦
し
た
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
長
期
か
つ
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

三

第
一
号
の
寄
託
の
条
件
に
関
す
る
事
項
及
び
前
号
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
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第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
が
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
条
の
二
第

第
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

第
十
七
条
第
二
号
若
し
く
は
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す

三
項
第
一
号

る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
暫
定
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合

同
法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
第
一
号
若
し
く
は
暫
定
措
置
法
第
六
条
第
一
項
第

三
号
ハ
に
掲
げ
る
者

第
十
四
条
第
二

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
債
務
の
保
証

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
暫
定
措
置
法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
債
務
の
保

項

の
決
定
を
除
く
。
）
及
び
こ
れ
に

証
の
決
定
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に

第
十
五
条
第
二

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
暫
定
措
置
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

号

帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務

業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務

第
十
七
条

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
号
並
び
に
暫
定
措
置
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
業
務

第
二
十
条
第
一

又
は
中
小
漁
業
融
資
保
証
法

、
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
又
は
暫
定
措
置
法

項第
二
十
八
条
第

第
十
二
条

第
十
二
条
及
び
暫
定
措
置
法
第
六
条

二
号

（
都
道
府
県
の
特
別
会
計
）

第
八
条

第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
信
用
基
金
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
都
道
府
県
は
、
そ
の
経
理
を
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
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道
府
県
は
、
当
該
経
理
を
他
の
経
理
と
区
分
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

〇

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

（
破
産
管
財
人
の
権
限
）

第
七
十
八
条

破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
管
理
及
び
処
分
を
す
る
権
利
は
、
裁
判
所
が
選
任
し
た
破
産
管
財
人
に
専
属
す
る
。

２

破
産
管
財
人
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

不
動
産
に
関
す
る
物
権
、
登
記
す
べ
き
日
本
船
舶
又
は
外
国
船
舶
の
任
意
売
却

二

鉱
業
権
、
漁
業
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
回
路
配
置
利
用
権
、
育
成
者
権
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
任
意
売
却

三

営
業
又
は
事
業
の
譲
渡

四

商
品
の
一
括
売
却

五

借
財

六

第
二
百
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
の
放
棄
の
承
認
、
第
二
百
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
包
括
遺
贈
の
放
棄
の
承
認
又
は
第
二
百
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
遺
贈
の
放
棄

七

動
産
の
任
意
売
却

八

債
権
又
は
有
価
証
券
の
譲
渡

九

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
の
請
求

十

訴
え
の
提
起

十
一

和
解
又
は
仲
裁
合
意
（
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仲
裁
合
意
を
い
う
。
）

十
二

権
利
の
放
棄

十
三

財
団
債
権
、
取
戻
権
又
は
別
除
権
の
承
認

十
四

別
除
権
の
目
的
で
あ
る
財
産
の
受
戻
し

十
五

そ
の
他
裁
判
所
の
指
定
す
る
行
為

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
許
可
を
要
し
な
い
。

一

最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
額
以
下
の
価
額
を
有
す
る
も
の
に
関
す
る
と
き
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
が
前
項
の
許
可
を
要
し
な
い
も
の
と
し
た
も
の
に
関
す
る
と
き
。

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
業
又
は
事
業
の
譲
渡
に
つ
き
同
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
労
働
組
合
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
許
可
を
得
な
い
で
し
た
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６

破
産
管
財
人
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
又
は
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
破
産
者
の
意
見
を
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聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
）

第
六
条

各
特
別
会
計
に
お
い
て
経
理
さ
れ
て
い
る
事
務
及
び
事
業
に
係
る
経
費
の
う
ち
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
の
対
象
と
な
る
べ
き
経
費
（
以
下
「
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対

象
経
費
」
と
い
う
。
）
が
次
章
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
対
象
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
予
算
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
当
該
特
別
会
計
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
二
百
六
条
の
五

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
借
入
金
の
償
還
金
、
一
時
借
入
金
の
利
子
並
び
に
借
り
換
え
た
一
時
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
毎

会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
国
有
林
野
（
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
有
林
野
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
産
物
及
び
製
品
の
売
払
い
並
び
に
国
有
林
野
の
管
理
又
は
処
分
に
よ
る
収
入
額
か
ら
、
当
該
売
払
い
及
び
管
理
又

は
処
分
の
た
め
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
繰
入
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
予
算
額
に
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度

に
お
け
る
繰
入
相
当
額
の
決
算
額
で
ま
だ
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
て
い
な
い
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
予
算
額
か
ら
当
該
前
年
度
以
前
の
年
度
に
お
い
て

当
該
決
算
額
を
超
え
て
同
会
計
に
繰
り
入
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
一
般
会
計
か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
れ
の
ほ
か
、
毎
会
計
年
度
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
借
入
金
の
利
子
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
、
一
般
会
計

か
ら
国
有
林
野
事
業
債
務
管
理
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

〇

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
利
用
す
る

も
の
と
し
て
、
当
該
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
行
政
文
書
（
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。

以
下
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
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６
～
11

〇

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
所
有
者
」
と
は
、
権
原
に
基
き
森
林
の
土
地
の
上
に
木
竹
を
所
有
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
い
う
。

３

（
略
）

（
地
域
森
林
計
画
）

第
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
全
国
森
林
計
画
に
即
し
て
、
森
林
計
画
区
別
に
、
そ
の
森
林
計
画
区
に
係
る
民
有
林
（
そ
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
け
る
土
地
の
利
用
の
動
向
か
ら
み
て
、
森
林
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
五
年
ご
と
に
、
そ
の
計
画
を
た
て
る
年
の
翌

年
四
月
一
日
以
降
十
年
を
一
期
と
す
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
開
発
行
為
の
許
可
）

第
十
条
の
二

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
開
発
行

為
（
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
、
森
林
の
土
地
の
自
然
的
条
件
、
そ
の
行
為
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
こ
え

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
場
合

二

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
な
う
場
合

三

森
林
の
土
地
の
保
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
公
益
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の
施
行
と
し
て
行
な
う
場

合

２
～
６

（
略
）

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
）

第
十
条
の
八

森
林
所
有
者
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
及
び
第
四
十
一
条
の
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規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
の
立
木
を
伐
採
す
る
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
長
に

森
林
の
所
在
場
所
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

２

森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
に
つ

い
て
、
市
町
村
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

（
森
林
経
営
計
画
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

市
町
村
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
内
容
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
森
林
経

営
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
長
期
の
方
針
が
、
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
整
備
を
図
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

イ

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
以
外
の
区
域
内
に
存
す
る
森
林

森
林
生
産
の
保
続
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
植
栽
、
間
伐
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
合
理
化
に
関
す
る
基
準

ロ

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
に
存
す
る
森
林

森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
特
に
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
公
益

的
機
能
別
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準

三

市
町
村
森
林
整
備
計
画
の
内
容
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
施
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当
該
認
定
の
請
求
を
し
た
者
に
よ
り

当
該
森
林
経
営
計
画
に
従
つ
た
森
林
の
施
業
及
び
保
護
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五

第
二
項
第
四
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
火
入
れ
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
火
入
れ
を
す
る
目
的
が
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三

号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
全
部
又
は
一
部
が
鳥
獣
害
防
止
森
林
区
域
内
に
存
す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第
七
号
の
鳥
獣
害
の
防
止
の
方
法
が
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
鳥
獣
害
の
防
止
の
方
法
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

七

当
該
森
林
経
営
計
画
に
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
周
辺
の
森
林
の
森
林
所
有
者
の
申
出
に
応
じ

て
当
該
認
定
の
請
求
を
し
た
者
が
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
森
林
の
経
営
の
規
模
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
全
部
又
は
一
部
が
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
整
備
森
林
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
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林
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

６

（
略
）

（
森
林
経
営
計
画
の
変
更
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
森
林
経
営
計
画
の
内

容
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
変
更
後
の
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
と
、
「
当
該
森
林
経
営
計
画
が
適
当
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
変
更
が
適
当
で
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
数
市
町
村
に
わ
た
る
事
項
の
処
理
等
）

第
十
九
条

森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
所
在
地
が
二
以
上
の
市
町
村
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定

に
お
い
て
市
町
村
の
長
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
処
理
す
る
。

一

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
全
部
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
場
合

当
該
都
道
府
県
知
事

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

農
林
水
産
大
臣

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
事
項
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
か
ら
当
該
森

林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

関
係
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
市
町
村
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
）

第
二
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
（
指
定
し
よ
う
と
す
る
森
林
が
民
有
林
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
）
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
（
民
有
林
に
あ
つ
て
は
、
重
要
流
域
（
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
流
域
そ
の
他
の
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
流
域
で
農
林
水

産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
海
岸
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
及
び
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
つ
い
て
は
、
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

水
源
の
か
ん
養
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二

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

四

飛
砂
の
防
備

五

風
害
、
水
害
、
潮
害
、
干
害
、
雪
害
又
は
霧
害
の
防
備

六

な
だ
れ
又
は
落
石
の
危
険
の
防
止

七

火
災
の
防
備

八

魚
つ
き

九

航
行
の
目
標
の
保
存

十

公
衆
の
保
健

十
一

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

２

前
項
但
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
海
岸
管
理
者
に
協
議
し
て
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
前
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
林
政
審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
重
要
流
域
以
外
の
流
域
内
に
存
す
る
民
有

林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
民
有
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
森
林
審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
又
は
解
除
の
通
知
）

第
三
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
保
安
林
の
指
定
又
は
解
除
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
指
定
を
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
の
保
安
林
の
所
在
場
所
、
当
該
指
定
の
目
的
及

び
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
（
立
木
の
伐
採
の
方
法
及
び
限
度
並
び
に
立
木
を
伐
採
し
た
後
に
お
い
て
当
該
伐
採
跡
地
に
つ
い
て
行
な
う
必
要
の
あ
る
植
栽
の
方
法
、
期

間
及
び
樹
種
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
解
除
を
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
の
保
安
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
及
び
当
該
解
除
の
理
由
を
告
示
す
る
と
と

も
に
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

６

前
各
項
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
又
は
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
告
示
す
る
と
と
も
に
関
係
都
道
府
県
知
事
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
第
三
項
中
「
通
知
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
を
し
た
」
と
、
第
四
項
及
び
前
項
中
「
通

知
」
と
あ
る
の
は
「
告
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
三
十
三
条
の
三

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
（

保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
、
当
該
指
定
の
目
的
及
び
保
安
林
の
指
定
後
に
お
け
る
当
該
森

林
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
保
安
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
及
び
当
該
変
更
に
係
る
」
と
、
第
三
十
条
（
第
三
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
当
該
指
定
の
目
的
及
び
当
該
保
安
林
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
及
び
当
該
変
更
に
係
る
」
と
、
同
条
第
三
項
（
同
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
安
林
に
お
け
る
択
伐
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二

保
安
林
に
お
い
て
は
、
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
立
木
の
伐
採
の
方
法
に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
伐
採
の
限
度
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
人
工
植
栽
に
係
る
森
林
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
一
項
第

一
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
森
林
の
所
在
場
所
、
伐
採
立

木
材
積
、
伐
採
方
法
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
択
伐
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
保
安
林
に
お
け
る
間
伐
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
三

保
安
林
に
お
い
て
は
、
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
立
木
の
伐
採
の
方
法
に
適
合
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
施
業
要
件
に
定
め
る
伐
採
の
限
度
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
間
伐
の
た
め
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
森
林
の
所
在
場
所
、
間
伐
立
木
材
積
、
間
伐
方
法
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
間

伐
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
指
定
）

第
四
十
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
国
が
森
林
の
造
成
事
業
又
は
森
林
の
造
成
若
し
く
は
維
持
に

必
要
な
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
民
有
林
又
は
国
の
所
有
に
属
さ
な
い
原
野
そ
の
他
の
土
地
に
つ
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
前

項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
事
業
（
以
下
「
保
安
施
設
事
業
」
と
い
う
。
）
を
都
道
府
県
が
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
都
道
府
県
知
事
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
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、
そ
の
申
請
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
十
五
条
第
一
項
但
書
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
森
林
を

保
安
林
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

〇

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
民
間
事
業
者
の
選
定
等
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
応
募
し
た
民
間
事
業
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
及
び
そ
の
応
募
の

内
容
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二

経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

〇

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

（
特
別
会
計
）

第
十
三
条

都
道
府
県
が
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
事
業
の
経
理
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
会
計
を
設
け
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
る
債
務
の
保
証
）

第
十
七
条

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
者
（
そ
の
者
が
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
が
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
を
融
資
機
関
か
ら

借
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

木
材
卸
売
業
又
は
木
材
市
場
業
を
営
む
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
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